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  令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ０ 日 

 総 務 部 職 員 課         

 

定年引上げに係る人事・給与制度の改正及び地方公務員の育児休業等に関する法

律の改正に伴う関連規定の整備について 

 

１ 趣旨 

  国家公務員法等及び地方公務員法において、定年の段階的引上げや高齢期における職員の多

様な勤務制度を内容とする改正がなされた。 

本区においても、改正法の趣旨を踏まえ、高齢期職員を最大限に活用しつつ、次の世代にそ

の知識、技術、経験などを継承し、組織全体としての活力の維持を図るため、人事・給与制度

について改正を行う。 

また、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正を踏まえ、育児休業の取得回数制限の緩

和に伴う改正及び非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和等の改正を行う。 

 

２ 制度概要 

 （１）定年引上げに係る人事・給与制度の改正 

    別紙１、参考資料１を参照。 

 （２）地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う改正 

    別紙２、参考資料２を参照。 

 

３ 改正条例 

 下表のとおり 

№ 改正条例 施行予定日 

１ 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

令和５年４月１日 

※２（２）の改正に

ついては、令和４年

１０月１日施行 

２ 職員の定年等に関する条例 

３ 職員の結核休養に関する条例 

４ 職員の懲戒に関する条例 

５ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例 

６ 
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例 

７ 職員の育児休業等に関する条例※ 

８ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

９ 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

10 職員の給与に関する条例 

11 職員の退職手当に関する条例 

 

 

 

資料 1
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例につい

て（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  定年前再任用短時間勤務職員を報告の対象となる職員として規定する。（第３条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-1



4 

 

江東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に

関し、任命権者が報告しなければならない事項は、

職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る

次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に

関し、任命権者が報告しなければならない事項は、

職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員を除く。）を除く。以下同じ。）に係る

次に掲げる事項とする。 

(1)～(11) （略）  (1)～(11) （略） 

第４条～第７条 （略） 第４条～第７条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

 ① 職員の定年を６０歳から６５歳に改める。（第３条関係） 

 

 ② 管理監督職勤務上限年齢制を導入する。（第６条～第１３条関係） 

 

 ③ 定年前再任用短時間勤務制を導入する。（第１４条、第１５条関係） 

 

 ④ 定年の引き上げに伴い、江東区職員の再任用に関する条例を廃止する。（附則第２条関

係） 

 

 ⑤ 令和５年３月３１日までの間に、任命権者が６０歳以後に適用される必要な情報提供及

び勤務の意思確認をするよう努める必要がある職員は、令和５年度中に６０歳に達する者

とする。（附則第１３条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日。ただし、⑤については公布の日から施行する。 
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江東区職員の定年等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（加える） 目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 定年制度（第２条―第５条） 

 第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条 

―第１３条） 

 第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１４ 

条・第１５条） 

 第５章 雑則（第１６条） 

 附則 

（加える）  第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２８条の２第１項から第３項ま

で及び第２８条の３の規定に基づき、職員の定年

等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の４

第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８

条の２、第２８条の５、第２８条の６第１項から

第３項まで並びに第２８条の７の規定に基づき、

職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（加える）  第２章 定年制度 

第２条 （略） 第２条 （略） 

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。ただし、

別表第１に掲げる施設等に勤務する医師及び歯科

医師で、江東区職員の給与に関する条例（昭和３

０年４月江東区条例第７号）第６条第１項第２号

アに規定する医療職給料表（一）の適用を受ける

職員の定年は、年齢６５年とする。 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の

規定により退職すべきこととなる場合において、

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その職員に係る定年退職日の翌日から起算して１

年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当

該職務に従事させるため引き続いて勤務させるこ

とができる。 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の

規定により退職すべきこととなる場合において、

次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退

職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で

期限を定め、当該職員を当該定年退職日において

従事している職務に従事させるため引き続き勤務
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させることができる。ただし、第９条の規定によ

り異動期間（同条第１項に規定する異動期間をい

う。以下この項及び次項において同じ。）（同条第

１項又は第２項の規定により延長された異動期間

を含む。）を延長した職員であって、定年退職日に

おいて管理監督職（第６条に規定する職をいう。

以下この条及び次章において同じ。）を占めている

職員については、第９条第１項又は第２項の規定

により当該異動期間を延長した場合であって、引

き続き勤務させることについて特別区人事委員会

（以下「人事委員会」という。）の承認を得たとき

に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めて

いる管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から

起算して３年を超えることができない。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要

とするものであるため、その職員の退職により

公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要

とするものであるため、当該職員の退職により

生ずる欠員を容易に補充することができず公務

の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に

特殊性があるため、その職員の退職による欠員

を容易に補充することができないとき。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に

特殊性があるため、当該職員の退職による欠員

を容易に補充することができず公務の運営に著

しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂

行上重大な障害となる特別の事情があるため、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生ずるとき。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂

行上重大な障害となる特別の事情があるため、

当該職員の退職により公務の運営に著しい支障

が生ずること。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定によ

り延長された期限が到来する場合において、前項

の事由が引き続き存すると認めるときは、人事委

員会の承認を得て、１年を超えない範囲内で期限

を延長することができる。ただし、その期限は、

その職員に係る定年退職日の翌日から起算して３

年を超えることができない。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定によ

り延長された期限が到来する場合において、前項

各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき

は、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌

日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延

長することができる。ただし、当該期限は、当該

職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する

職員にあっては、当該職員が占めている管理監督

職に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３

年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続

いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を

延長する場合には、当該職員の同意を得なければ

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続

き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延

長する場合には、当該職員の同意を得なければな
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ならない。 らない。 

４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の規定に

より延長された期限が到来する前に第１項の事由

が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同

意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退

職させることができる。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務

することとされた職員及び第２項の規定により期

限が延長された職員について、第１項の期限又は

第２項の規定により延長された期限が到来する前

に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認める

ときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当

該期限を繰り上げるものとする。 

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、

人事委員会規則で定める。 

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、

特別区人事委員会規則（以下「人事委員会規則」

という。）で定める。 

第５条 （略） 第５条 （略） 

（加える）    第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督

職） 

（加える） 第６条 法第２８条の２第１項の条例で定める職

は、江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年４

月江東区条例第７号）第１１条第１項に規定する

職員が占める職（別表第１に掲げる施設等に勤務

する医師及び歯科医師（江東区職員の給与に関す

る条例第６条第１項第２号アに規定する医療職給

料表（一）の適用を受ける職員）が占める職を除

く。）及び江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例（平成１２年３月江東区条例第４８号）第１０

条第１項に規定する職員が占める職とする。 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

（加える） 第７条 法第２８条の２第１項の管理監督職勤務上

限年齢は、年齢６０年とする。 

 （他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基

準） 

（加える） 第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定

する他の職への降任等（以下この章において「他の

職への降任等」という。）を行うに当たっては、法

第１３条、第１５条、第２３条の３、第２７条第１

項及び第５６条に定めるもののほか、次に掲げる

基準を遵守しなければならない。 

 (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及

び職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を伴
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う転任に限る。）（以下この条及び第１２条にお

いて「降任等」という。）をしようとする職の属

する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５

条の２第１項第５号に掲げる標準職務遂行能力

（次条第３項において「標準職務遂行能力」とい

う。）及び当該降任等をしようとする職について

の適性を有すると認められる職に、降任等をす

ること。 

 (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管

理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢

が当該職員の年齢を超える管理監督職のうち、

できる限り上位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。 

 (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当

該職員が占めていた管理監督職が属する職制上

の段階より上位の職制上の段階に属する管理監

督職を占める職員（以下この号において「上位職

職員」という。）の他の職への降任等もする場合

には、第１号に掲げる基準に従った上での状況

その他の事情を考慮してやむを得ないと認めら

れる場合を除き、上位職職員の降任等をした職

が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は

当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属

する職に、降任等をすること。 

 （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監

督職への任用の制限の特例） 

（加える） 第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管

理監督職を占める職員について、次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間（当該管理監督職に

係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日か

ら同日以後における最初の４月１日までの間をい

う。以下この章において同じ。）の末日の翌日から

起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定

年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の

末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項

において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督

職を占めたまま勤務をさせることができる。 
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 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要

とするものであるため、当該職員の他の職への

降任等により生ずる欠員を容易に補充すること

ができず公務の運営に著しい支障が生ずるこ

と。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に

特殊性があるため、当該職員の他の職への降任

等による欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂

行上重大な障害となる特別の事情があるため、

当該職員の他の職への降任等により公務の運営

に著しい支障が生ずること。 

 ２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動

期間（これらの規定により延長された期間を含

む。）が延長された管理監督職を占める職員につい

て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認め

るときは、人事委員会の承認を得て、延長された当

該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超え

ない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員

にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌

日から定年退職日までの期間内。第４項において

同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長する

ことができる。ただし、更に延長される当該異動期

間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る

異動期間の末日の翌日から起算して３年を超える

ことができない。 

 ３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延

長することができる場合を除き、他の職への降任

等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互

に類似する複数の管理監督職であって、これらの

欠員を容易に補充することができない年齢別構成

その他の特別の事情がある管理監督職として人事

委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この

項及び第１１条において同じ。）に属する管理監督

職を占める職員について、当該特定管理監督職群

に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準

的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督

職についての適性を有すると認められる職員（当
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該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満

たない等の事情があるため、当該職員の他の職へ

の降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容

易に補充することができず業務の遂行に重大な障

害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管

理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て１年を超えない期間内で当該異動期間を延長

し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に

当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当

該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職

群の他の管理監督職に降任させ、若しくは転任さ

せることができる。 

 ４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定によ

り異動期間（これらの規定により延長された期間

を含む。）が延長された管理監督職を占める職員に

ついて前項に規定する事由があると認めるとき

（第２項の規定により延長された当該異動期間を

更に延長することができるときを除く。）、又は前

項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項

又はこの項の規定により延長された期間を含む。）

が延長された管理監督職を占める職員について前

項に規定する事由が引き続きあると認めるとき

は、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動

期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内で延長された当該異動期間を更に延長するこ

とができる。 

 （異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等

があった場合） 

（加える） 第１０条 前条第１項又は第２項の規定により異動

期間が延長された管理監督職を占める職員が、組

織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の

業務を行うことをその職務の主たる内容とする他

の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他

の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延

長された管理監督職を引き続き占めているものと

みなす。 

 （第９条第３項又は第４項の規定による任用） 

（加える） 第１１条 第９条第３項又は第４項の規定により特
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定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員

のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き

当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当

該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管

理監督職に降任させ、若しくは転任させるかは、任

命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事

情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、

公正に判断して定めるものとする。 

 （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

（加える） 第１２条 任命権者は、第９条第１項から第４項ま

での規定により異動期間を延長する場合及び同条

第３項の規定により他の管理監督職に降任等をさ

せる場合には、あらかじめその職員の同意を得な

ければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

（加える） 第１３条 任命権者は、第９条の規定により異動期

間を延長した場合において、当該異動期間の末日

の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅した

ときは、その職員を他の職への降任等をさせるも

のとする。 

（加える）  第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（加える） 第１４条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後

に退職（臨時的に任用される職員その他の法律に

より任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

が退職する場合を除く。）をした者（以下この章に

おいて「年齢６０年以上退職者」という。）を、従

前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情

報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を

占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務

の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通

常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以

下この章において同じ。）に採用することができ

る。ただし、年齢６０年以上退職者がその者を採用

しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相

当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を

要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種

の職を占めているものとした場合における定年退

職日をいう。）を経過した者であるときは、この限
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りでない。 

 ２ 前項の規定による採用（以下この条において「定

年前再任用」という。）を行うに当たっては、法第

１３条に定める平等取扱いの原則及び法第１５条

に定める任用の根本基準の規定に違反してはなら

ない。 

 ３ 年齢６０年以上退職者が法第５２条第１項に規

定する職員団体の構成員であったことその他法第

５６条に規定する事由を理由として定年前再任用

に関し不利益な取扱いをしてはならない。 

 ４ 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、

あらかじめ、定年前再任用をされることを希望す

る者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得な

ければならない。当該者の定年前再任用までの間

に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様と

する。 

 (1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容 

 (2) 定年前再任用を行う日 

 (3) 定年前再任用に係る勤務地 

 (4) 定年前再任用をされた場合の給与 

 (5) 定年前再任用をされた場合の１週間当たりの

勤務時間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要

と認める事項 

（加える） 第１５条 任命権者は、前条第１項本文の規定によ

るほか、組合（特別区人事・厚生事務組合、特別区

競馬組合及び東京二十三区清掃一部事務組合をい

う。）の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績

その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選

考により、短時間勤務の職に採用することができ

る。 

 ２ 前項の場合においては、前条（第１項本文を除

く。）の規定を準用する。 

（加える）  第５章 雑則 

（加える） 第１６条 この条例の実施に関し必要な事項は、人

事委員会規則で定める。 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 
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 （定年に関する経過措置） 

（加える） ４ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日ま

での間における第３条の規定の適用については、

同条中「６５年」とあるのは、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 令和５年４月１日から令和７

年３月３１日まで 

６１年 

令和７年４月１日から令和９

年３月３１日まで 

６２年 

令和９年４月１日から令和１

１年３月３１日まで 

６３年 

令和１１年４月１日から令和

１３年３月３１日まで 

６４年 

 

（加える） ５ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日ま

での間において、江東区職員の定年等に関する条

例の一部を改正する条例（令和４年 月江東区条

例第 号）による改正前の江東区職員の定年等に

関する条例（次項において「旧条例」という。）第

３条ただし書に規定する職員に対する第３条の規

定の適用については、前項の規定にかかわらず、同

条中「６５年」とあるのは、「６５年」とする。 

 （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

（加える） ６ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用され

る職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員、非常勤職員及び旧条例第３条ただし書に

規定する職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度

（以下この項において「情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなか

った者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認

を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動

等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行う

べき年度の末日を経過することとなった職員（以

下この項において「末日経過職員」という。）を除

く。）にあっては当該職員が採用された日から同日

の属する年度の末日までの期間、末日経過職員に

あっては当該職員の異動等の日から同日の属する

年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度
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の前年度）の末日までの期間）において、当該職員

に対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後に

適用される任用及び給与に関する措置の内容その

他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよ

う努めるものとする。 

別表第１（第３条関係） （略） 別表第１（第６条関係） （略） 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行す

る。ただし、附則第３条及び第１３条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （職員の再任用に関する条例の廃止） 

 第２条 江東区職員の再任用に関する条例（平成１

３年３月江東区条例第５号）は、廃止する。 

 （準備行為） 

 第３条 第１４条第４項及び附則第５条第５項の規

定による採用の手続は、この条例の施行前におい

ても行うことができる。 

 （勤務延長に関する経過措置） 

 第４条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）前にこの条例による改正前の江東

区職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」と

いう。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務

することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同

条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長

された期限をいう。以下この項において同じ。）が

施行日以後に到来する職員（以下この項において

「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条

例勤務延長期限又はこの項の規定により延長され

た期限が到来する場合において、この条例による

改正後の江東区職員の定年等に関する条例（以下

「新条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事

由があると認めるときは、特別区人事委員会の承

認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年

を超えない範囲内で当該期限を延長することがで

きる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長
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職員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の

翌日から起算して３年を超えることができない。 

 ２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１

日、令和９年４月１日、令和１１年４月１日及び

令和１３年４月１日をいう。以下この項において

同じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、

基準日における新条例定年（新条例第３条に規定

する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日にお

ける新条例定年（基準日が施行日である場合には、

施行日の前日における旧条例定年（旧条例第３条

に規定する定年をいう。以下同じ。））を超える職

（基準日における新条例定年が新条例第３条に規

定する定年である職に限る。）及びこれに相当する

基準日以後に設置された職その他の特別区人事委

員会規則（以下「人事委員会規則」という。）で定

める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日

までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項の

規定、地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」とい

う。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務

している職員のうち、基準日の前日において同日

における当該職に係る新条例定年（基準日が施行

日である場合には、施行日の前日における旧条例

定年）に達している職員（当該人事委員会規則で

定める職にあっては、人事委員会規則で定める職

員）を、昇任させ、降任させ、又は転任させるこ

とができない。 

 ３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、

第１項の規定による勤務について準用する。 

 （定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

 第５条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６

５年に達する日以後における最初の３月３１日

（以下この条から附則第８条までにおいて「特定

年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者

であって、当該者を採用しようとする常時勤務を

要する職に係る旧条例定年（施行日以後に新たに

設置された職及び施行日以後に組織の変更等によ

り名称が変更された職にあっては、当該職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合におけ
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る旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第

１項において同じ。）に達しているものを、従前の

勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期

を定め、当該常時勤務を要する職に採用すること

ができる。 

 (1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職し

た者 

 (2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３

年改正法附則第３条第５項又は前条第１項の規

定により勤務した後退職した者 

 (3) ２０年以上勤続して施行日前に退職した者

（前２号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間にあるもの 

 (4) ２０年以上勤続して施行日前に退職した者

（前３号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間に、旧地方公務員法再任用（令和３年改正

法による改正前の地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の

５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２

項の規定により採用することをいう。）又は暫定

再任用（この項若しくは次項、次条第１項若しく

は第２項、附則第７条第１項若しくは第２項又

は第８条第１項若しくは第２項の規定により採

用することをいう。次項第６号において同じ。）

をされたことがあるもの 

 ２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、

次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日ま

での間にある者であって、当該者を採用しようと

する常時勤務を要する職に係る新条例定年に達し

ているものを、従前の勤務実績その他の人事委員

会規則で定める情報に基づく選考により、１年を

超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要

する職に採用することができる。 

 (1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職

した者 

 (2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項
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の規定により勤務した後退職した者 

 (3) 施行日以後に新条例第１４条第１項の規定に

より採用された者のうち、令和３年改正法によ

る改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員

法」という。）第２２条の４第３項に規定する任

期が満了したことにより退職した者 

 (4) 施行日以後に新条例第１５条第１項の規定に

より採用された者のうち、新地方公務員法第２

２条の５第３項において準用する新地方公務員

法第２２条の４第３項に規定する任期が満了し

たことにより退職した者 

 (5) ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者

（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間にあるもの 

 (6) ２０年以上勤続して施行日以後に退職した者

（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該退

職の日の翌日から起算して５年を経過する日ま

での間に、暫定再任用をされたことがあるもの 

 ３ 前２項の規定による採用（以下この条において

「暫定再任用」という。）を行うに当たっては、地

方公務員法（以下この項及び次項において「法」

という。）第１３条に定める平等取扱いの原則及び

法第１５条に定める任用の根本基準の規定に違反

してはならない。 

 ４ 定年退職者等（第１項各号及び第２項各号に掲

げる者をいう。）が法第５２条第１項に規定する職

員団体の構成員であったことその他法第５６条に

規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利

益な取扱いをしてはならない。 

 ５ 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、

あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する

者に、次に掲げる事項を明示するものとする。 

 (1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容 

 (2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日 

 (3) 暫定再任用に係る勤務地 

 (4) 暫定再任用をされた場合の給与 

 (5) 暫定再任用をされた場合の１週間当たりの勤
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務時間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要

と認める事項 

 ６ 第１項若しくは第２項の任期又はこの項の規定

により更新された任期は、１年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末

日は、第１項若しくは第２項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の

特定年齢到達年度の末日以前でなければならな

い。 

 ７ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条

第１項若しくは第２項、附則第７条第１項若しく

は第２項又は第８条第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員をいう。以下この項及び次

項において同じ。）の前項の規定による任期の更新

は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期に

おける勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評

価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示

す事実に基づき良好である場合に行うことができ

る。 

 ８ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する

場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意

を得なければならない。 

 第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、

組合（新条例第１５条第１項に規定する組合をい

う。次項及び附則第８条において同じ。）における

前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達

年度の末日までの間にある者であって、当該者を

採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条

例定年に達しているものを、従前の勤務実績その

他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該

常時勤務を要する職に採用することができる。 

 ２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、

前条第２項の規定によるほか、組合における同項

各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日

までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達

しているものを、従前の勤務実績その他の人事委
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員会規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を

要する職に採用することができる。 

 ３ 前２項の場合においては、前条第３項から第８

項までの規定を準用する。 

 第７条 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４

第４項の規定にかかわらず、附則第５条第１項各

号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日ま

での間にある者であって、当該者を採用しようと

する短時間勤務の職（新条例第１４条第１項に規

定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る

旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職

員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時

間勤務の職と同種の職を占めているものとした場

合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置

された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変

更等により名称が変更された短時間勤務の職にあ

っては、当該職が施行日の前日に設置されていた

ものとした場合において、当該職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の

職を占めているものとしたときにおける旧条例定

年に準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１

項において同じ。）に達しているものを、従前の勤

務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を

定め、当該短時間勤務の職に採用することができ

る。 

 ２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、

新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかか

わらず、附則第５条第２項各号に掲げる者のうち、

特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占め

る職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該

短時間勤務の職と同種の職を占めているものとし

た場合における新条例定年をいう。次条第２項及

び附則第１２条において同じ。）に達しているもの

（新条例第１４条第１項の規定により当該短時間

勤務の職に採用することができる者を除く。）を、
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従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内

で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

 ３ 前２項の場合においては、附則第５条第３項か

ら第８項までの規定を準用する。 

 第８条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、

新地方公務員法第２２条の５第３項において準用

する新地方公務員法第２２条の４第４項の規定に

かかわらず、組合における附則第５条第１項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日まで

の間にある者であって、当該者を採用しようとす

る短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達

しているものを、従前の勤務実績その他の人事委

員会規則で定める情報に基づく選考により、１年

を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務

の職に採用することができる。 

 ２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、

前条第２項の規定によるほか、新地方公務員法第

２２条の５第３項において準用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、組合

における附則第５条第２項各号に掲げる者のう

ち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤務の

職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの

（新条例第１５条第１項の規定により当該短時間

勤務の職に採用することができる者を除く。）を、

従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内

で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用するこ

とができる。 

 ３ 前２項の場合においては、附則第５条第３項か

ら第８項までの規定を準用する。 

 （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める

職及び年齢） 

 第９条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で

定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更



22 

 

された職 

 ２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定め

る年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設

置されていたものとした場合における旧条例定年

に準じた当該職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読

み替えて適用する新地方公務員法第２２条の４第４

項の条例で定める職及び年齢） 

 第１０条 令和３年改正法附則第４条から第７条ま

での規定が適用される場合における令和３年改正

法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用

する新地方公務員法第２２条の４第４項の条例で

定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の

職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更

された短時間勤務の職 

 ２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規

定が適用される場合における令和３年改正法附則

第８条第４項の規定により読み替えて適用する新

地方公務員法第２２条の４第４項の条例で定める

年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置

されていたものとした場合において、当該職を占

める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同

項に規定する職と同種の職を占めているものとし

たときにおける旧条例定年に準じた同項に規定す

る職に係る年齢とする。 

 （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める

職並びに条例で定める者及び職員） 

 第１１条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例

で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基

準日（附則第５条から第８条までの規定が適用さ

れる間における各年の４月１日（施行日を除く。）

をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置

されていたものとした場合において、基準日にお

ける新条例定年が基準日の前日における新条例定

年を超える職とする。 

 (1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤

務の職を含む。） 
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 (2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更

された職（短時間勤務の職を含む。） 

 ２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定め

る者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置

されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新条例定年に達している者とす

る。 

 ３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定め

る職員は、第１項に規定する職が基準日の前日に

設置されていたものとした場合において、同日に

おける当該職に係る新条例定年に達している職員

とする。 

 （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

 第１２条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、

令和９年４月１日、令和１１年４月１日及び令和

１３年４月１日をいう。以下この条において同

じ。）から基準日の翌年の３月３１日までの間、基

準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日

における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務

の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条

例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に

限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置され

た短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定め

る短時間勤務の職（以下この条において「新条例

原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）

に、基準日の前日までに新条例第１４条第１項に

規定する年齢６０年以上退職者となった者（基準

日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定に

より勤務した後基準日以後に退職をした者を含

む。）のうち基準日の前日において同日における当

該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に

係る新条例定年相当年齢に達している者（当該人

事委員会規則で定める短時間勤務の職にあって

は、人事委員会規則で定める者）を、新条例第１

４条第１項又は第１５条第１項の規定により採用

することができず、新条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に、新条例第１４条第１項又は第

１５条第１項の規定により採用された職員（以下

この条において「定年前再任用短時間勤務職員」
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という。）のうち基準日の前日において同日におけ

る当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前

再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定

める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則

で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任

させ、降任させ、又は転任させることができない。 

 （令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める

年齢） 

 第１３条 令和３年改正法附則第２条第３項の条例

で定める年齢は、年齢６０年とする。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の結核休養に関する条例の一部を改正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  非常勤職員及び臨時的に任用される職員に含まれない職員を、再任用職員から定年前再任

用短時間勤務職員に改める。（第２条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-3
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江東区職員の結核休養に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、区から給

与を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者

を除く。 

第２条 この条例において「職員」とは、区から給

与を受けている者をいう。ただし、次に掲げる者

を除く。 

(1) （略）  (1) （略） 

(2) 非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。） 

(2) 非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（次

号において「定年前再任用短時間勤務職員」とい

う。）を除く。） 

(3) 臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員（地方公務員法第

２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用されている職員を除く。） 

(3) 臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員（定年前再任用短

時間勤務職員を除く。） 

(4)・(5) （略）  (4)・(5) （略） 

第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。）

は、この条例による改正後の江東区職員の結核休

養に関する条例第２条第２号に規定する定年前再

任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を

適用する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  懲戒処分のうち減給について、処分の発令後に給料月額が変動した場合の取扱いを定め

る。（第３条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-4
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江東区職員の懲戒に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下の範囲で給料（地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の２第１項第１号に掲げる職員については、報

酬（江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年１０月江東区条例第２９

号）第７条第１項に規定する地域手当に相当する

報酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手当に相

当する報酬、第１０条第１項に規定する超過勤務

手当に相当する報酬、第１１条に規定する休日給

に相当する報酬及び第１２条に規定する夜勤手当

に相当する報酬を除く。））の５分の１以下を減ず

るものとする。 

第３条 減給は、１日以上６月以下の範囲でその発

令の日に受ける給料（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲

げる職員については、報酬（江東区会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

１０月江東区条例第２９号）第７条第１項に規定

する地域手当に相当する報酬、第８条第１項に規

定する特殊勤務手当に相当する報酬、第１０条第

１項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第

１１条に規定する休日給に相当する報酬及び第１

２条に規定する夜勤手当に相当する報酬を除く。）

とする。以下同じ。）の５分の１以下を減ずるもの

とする。この場合において、その減ずる額が現に

受ける給料の５分の１に相当する額を超えるとき

は、当該額を減ずるものとする。 

第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につい

て（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  公益的法人等への派遣することができる職員のうち、再任用職員を定年前再任用短時間勤

務職員に改めるとともに、派遣することができない職員として、江東区職員の定年等に関す

る条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を追加する。（第２

条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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公益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律に

より任期を定めて任用されている職員（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の

６第１項若しくは第２項の規定により採用され

ている職員を除く。） 

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律に

より任期を定めて任用されている職員（地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（次号において「定年前再任用短時間勤務職

員」という。）を除く。） 

(2) 非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項又は第２８条の６第２項に規定する短時間勤

務の職を占める職員を除く。） 

(2) 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員を

除く。） 

(3) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項の規定

により引き続いて勤務させることとされ、又は

同条第２項の規定により期限を延長することと

されている職員 

(3) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項の規定

により引き続き勤務させることとされ、又は同

条第２項の規定により期限を延長することとさ

れている職員 

（加える） (4) 江東区職員の定年等に関する条例第９条の規

定により同条第１項に規定する異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 

(4) （略） (5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

第３条～第７条 （略） 第３条～第７条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項

若しくは第２項、第５条第１項若 

 しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は

第７条第１項若しくは第３項の規定により採用さ
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れた職員をいう。）は、この条例による改正後の公

益的法人等への江東区職員の派遣等に関する条例

第２条第２項第１号に規定する定年前再任用短時

間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改

正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  外国の地方公共団体の機関等に派遣することができない職員として、江東区職員の定年等

に関する条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を追加す

る。（第２条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 任命権者は、江東区と外国の地方公共団体

との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき

又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関

の業務に従事させるため、職員（次項に定める職

員を除く。）を派遣することができる。 

第２条 任命権者は、江東区と外国の地方公共団体

との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づ

き、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの

機関の業務に従事させるため、職員（次項に定め

る職員を除く。）を派遣することができる。 

(1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員

は、次に掲げる職員とする。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

(4) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項の規定

により引き続いて勤務させることとされ、又は

同条第２項の規定により期限を延長することと

されている職員 

(4) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項の規定

により引き続き勤務させることとされ、又は同

条第２項の規定により期限を延長することとさ

れている職員 

（加える） (5) 江東区職員の定年等に関する条例第９条の規

定により同条第１項に規定する異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 

(5) （略） (6) （略） 

第３条～第８条 （略） 第３条～第８条 （略） 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について（定年引上

げに伴う改正概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

 ① 育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員として、江東区職員の定年等に

関する条例第９条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員を追加す

る。（第２条、第７条関係） 

 

 ② 定年前再任用短時間勤務職員を部分休業をすることができない職員として定める。（第１

４条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 
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江東区職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（令和４年１０月１日施行）】 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非

常勤職員 

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当す

るもの以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１

項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（第２条の４の規定に該当する

場合にあっては、２歳に達する日）までに、

その任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及び任命

権者を同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１

項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（当該子の出生の日から第３条

の２に規定する期間内に育児休業をしよう

とする場合にあっては当該期間の末日から

６月を経過する日、第２条の４の規定に該

当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了する

こと及び任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に引き続き採用されないこ

とが明らかでない非常勤職員 

(ｲ) （略）  (ｲ) （略）  

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する

非常勤職員（その養育する子が１歳に達する

日（以下この号及び同条において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤職

員がする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。） 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

 

（加える） (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下

「１歳到達日」という。）（当該子について当

該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる

場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である
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場合にあっては、当該末日とされた日。以下

この(ｱ)において同じ。）において育児休業

をしている非常勤職員であって、同条第３

号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到

達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの 

（加える） (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了

後引き続き特定職に採用されることに伴

い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日

を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該育児休業に係る子について、当該任

期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

（削る） 

 

第２条の２ （略） 第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める日とする。 

(1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育

するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当

する場合に該当してする地方等育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるとき

は、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育

する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれに

も該当する場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしている場合であ

って第３条第７号に掲げる事情に該当するとき

はイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則

で定める特別の事情がある場合にあってはウに

掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６

か月到達日 
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到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当してその任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次に掲げ

る場合のいずれにも該当するとき 当該子の１

歳６か月到達日 

（加える）   ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日が異なると

きは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶

者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする場合に

あっては、当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日）

において地方等育児休業をしている場合とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）において地

方等育児休業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶

者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合 

イ （略） ウ （略） 
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（加える） エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当して育児

休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の

期間においてこの条の規定に該当してその任期の

末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であっ

て、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子

を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの

条の規定に該当して育児休業をしている場合であ

って次条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規

則で定める特別の事情がある場合にあっては第３

号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

（加える） (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日

の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規

定に該当し、又はこれに相当する場合に該当し

て地方等育児休業をする場合にあっては、当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合 

(1)・(2) （略） (2)・(3) （略） 

（加える） (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の

１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当して育児休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で

定める期間を基準として条例で定める期間） 

 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人

事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間は、５７日間とする。 

（削る） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める

特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める

特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で 第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で
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定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことによ

り当該育児休業に係る子について既にしたもの

を除く。）の終了後、３月以上の期間を経過した

こと（当該育児休業をした職員が、当該育児休業

の承認の請求の際育児休業により当該子を養育

するための計画について書面により任命権者に

申し出た場合に限る。）。 

（削る） 

(6)・(7) （略）   (5)・(6) （略）  

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている非常勤職員が、当該育児

休業に係る子について、当該任期が更新され、又

は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしているものが、当該任期を更新され、又

は当該任期の満了後引き続き特定職に採用され

ることに伴い、当該育児休業に係る子について、

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとすること。 

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定

める期間を基準として条例で定める期間） 

（加える） 第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定める期

間は、５７日間とする。 

第４条～第２０条 （略） 第４条～第２０条 （略） 
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江東区職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（令和４年１０月１日施行）】 【第２条（令和５年４月１日施行）】 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項又は第

２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項又は同

条第２項の規定により引き続き勤務している職

員 

（加える） (3) 江東区職員の定年等に関する条例第９条の規

定により同条第１項に規定する異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 

(3) （略） (4) （略） 

第２条の２～第６条 （略） 第２条の２～第６条 （略） 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は第２項の規定により引き続いて勤務して

いる職員 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は同条第２項の規定により引き続き勤務し

ている職員 

（加える） (3) 第２条第３号に掲げる職員 

第８条～第１３条 （略） 第８条～第１３条 （略） 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮し

て江東区規則で定める非常勤職員以外の非常勤

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。） 

(2) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮し

て江東区規則で定める非常勤職員以外の非常勤

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。） 
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第１５条～第２０条 （略） 第１５条～第２０条 （略） 
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【江東区職員の育児休業等に関する条例（令和４年 月江東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

 (1) 第２条及び附則第３項の規定 令和５年４月

１日 

(2) 附則第４項及び第５項の規定 公布の日 

 （経過措置） 

 ２ この条例の施行の日前に、第１条の規定による

改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例第

３条第５号に規定する書面により任命権者に申し

出た職員に対する同号の規定の適用については、

なお従前の例による。 

 ３ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。）

は、同法による改正後の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員とみなして、第２条

の規定による改正後の江東区職員の育児休業等に

関する条例の規定を適用する。 

 （施行前の準備） 

 ４ 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正

する法律の一部を改正する法律（令和４年法律第

３５号）による改正前の地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第

１項の規定により育児休業をしたことがある職員

からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

 ５ 第１条の規定による改正後の江東区職員の育児

休業等に関する条例第２条第３号ア、第２条の３

第３号、第２条の４又は第３条第７号に新たに該
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当する者からの育児休業の承認の請求は、例の施

行の日前においても行うことができる。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

て（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  再任用短時間勤務職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が導入されること

に伴い、当該職員の正規の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日、年次有給休暇等について

定める。（第２条、第３条、第４条、第５条、第１３条、第１８条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-8
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江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（１週間の正規の勤務時間） （１週間の正規の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条

の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の正

規の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩

時間を除き、１週間について１５時間３０分から

３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短

時間勤務職員」という。）の正規の勤務時間は、第

１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、１週間

について１５時間３０分から３１時間までの範囲

内で、任命権者が定める。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の規定に

より難いときは、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり３８時間４５分（育児

短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務

等の内容に従った時間、再任用短時間勤務職員に

あっては前項の規定により定める時間）とする正

規の勤務時間を、特別区人事委員会（以下「人事委

員会」という。）の承認を得て、別に定めることが

できる。 

４ 任命権者は、職務の性質により前３項の規定に

より難いときは、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり３８時間４５分（育児

短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務

等の内容に従った時間、定年前再任用短時間勤務

職員にあっては前項の規定により定める時間）と

する正規の勤務時間を、特別区人事委員会（以下

「人事委員会」という。）の承認を得て、別に定め

ることができる。 

（正規の勤務時間の割振り） （正規の勤務時間の割振り） 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から

金曜日までの５日間において、１日につき７時間

４５分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日

から金曜日までの日（次条第１項ただし書の規定

により定められた週休日を除く。以下同じ。）にお

いて、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日に

つき７時間４５分を超えない範囲内で正規の勤務

時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員

については、月曜日から金曜日までの日において、

１日につき７時間４５分を超えない範囲内で正規

の勤務時間を割り振るものとする。 

第３条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から

金曜日までの５日間において、１日につき７時間

４５分の正規の勤務時間を割り振るものとする。

ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日

から金曜日までの日（次条第１項ただし書の規定

により定められた週休日を除く。以下同じ。）にお

いて、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日に

つき７時間４５分を超えない範囲内で正規の勤務

時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤

務職員については、月曜日から金曜日までの日に

おいて、１日につき７時間４５分を超えない範囲

内で正規の勤務時間を割り振るものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（週休日） （週休日） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規の勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（正規の勤務

時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。
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ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい

ては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に

従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの

５日間において週休日を設けるものとし、再任用

短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に

加えて月曜日から金曜日までの５日間において週

休日を設けることができる。 

ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等につい

ては、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に

従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの

５日間において週休日を設けるものとし、定年前

再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土

曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間にお

いて週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態

によって勤務する必要のある職員については、前

項の規定にかかわらず、４週間ごとの期間につき

８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては

８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日、再任用短時間勤務職員にあっては８日以

上の週休日）を設けるものとする。ただし、職務の

特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤

務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内

容）により、これにより難い場合において、人事委

員会の承認を得て、４週間を超えない期間につき

１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時

間勤務職員等にあっては、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短

時間勤務等の内容に従った週休日）を設けるとき

は、この限りでない。 

２ 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態

によって勤務する必要のある職員については、前

項の規定にかかわらず、４週間ごとの期間につき

８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては

８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った

週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては

８日以上の週休日）を設けるものとする。ただし、

職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短

時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務

等の内容）により、これにより難い場合において、

人事委員会の承認を得て、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育

児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合で当該

育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設け

るときは、この限りでない。 

（週休日の振替等） （週休日の振替等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時

間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員（第３条

第１項の規定により、１日につき７時間４５分の

正規の勤務時間が割り振られている場合を除く。）

については、適用しない。 

２ 半日勤務時間の割振り変更の規定は、育児短時

間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員

（第３条第１項の規定により、１日につき７時間

４５分の正規の勤務時間が割り振られている場合

を除く。）については、適用しない。 

第６条～第１２条 （略） 第６条～第１２条 （略） 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１３条 年次有給休暇は、１会計年度ごとの休暇

とし、その日数は、１会計年度において、２０日

（育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職

員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０

日を超えない範囲内で規則で定める日数）とする。 

第１３条 年次有給休暇は、１会計年度ごとの休暇

とし、その日数は、１会計年度において、２０日

（育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間

勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮

し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数）

とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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第１４条～第１７条 （略） 第１４条～第１７条 （略） 

（育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例） （育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の

勤務時間、休日、休暇等に関しては、第２条から前

条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を

考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

２ 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員を除

く。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第２

条から前条までの規定にかかわらず、その職務の

性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で

定める。 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。）

は、この条例による改正後の江東区職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例第２条第３項に規定

する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同

条例の規定を適用する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

  定年前再任用短時間勤務職員は、この条例における「非常勤職員」に該当しない旨明記す

る。（第１条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-9
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江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（通則） （通則） 

第１条 江東区非常勤職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員及び第２８条の５第１項又

は第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職

を占める職員を除く。以下「職員」という。）の報

酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について

は、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の

定めるところによる。 

第１条 江東区非常勤職員（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員及び同法第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。以下「職員」という。）の報酬及び費用弁償の

額並びにその支給方法については、特別の定めが

あるものを除くほか、この条例の定めるところに

よる。 

第２条～第４条 （略） 第２条～第４条 （略） 

  附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。）

は、同法による改正後の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条

例による改正後の江東区非常勤職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の規定を適用する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

 ① 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法、超過勤務手当の支給割合及び勤務

一時間当たりの給与額の算出方法を定める。（第７条、第１７条、第２０条関係） 

 

 ② 当分の間、特定日（その者が６０歳に達した日後における最初の４月１日をいう。以下

同じ。）以後、職員の給料月額は、その者の属する職務の級及び受ける号給に応じた額に１

００分の７０を乗じて得た額とする。（制定附則第１０項関係） 

 

 ③ 管理監督職勤務上限年齢制により、管理監督職以外の職へ降任等された職員について、

特定日に受ける給料月額が、降任等をされる前の給料月額の１００分の７０を乗じて得た

額に達しないこととなる場合は、その差額に相当する額を加算する。（制定附則第１２項関

係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-10
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江東区職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給及び昇格昇給等の基準） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給

は、江東区職員の分限に関する条例（昭和３０年４

月江東区条例第４号）第７条の規定に基づき、当該

職員が降給した日の前日に受けていた号給より３

号給下位の号給（当該受けていた号給が職員の属

する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号

給である場合にあっては、当該最低の号給）とす

る。 

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給

は、江東区職員の分限に関する条例（昭和３０年４

月江東区条例第４号）第７条の規定に基づき、その

者が降給した日の前日に受けていた号給より３号

給下位の号給（当該受けていた号給がその者の属

する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号

給である場合にあっては、当該最低の号給）とす

る。 

８ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の

５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項

の規定により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）の給料月額は、その者に適用される給料

表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、そ

の者の属する職務の級に応じた額とする。 

８ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第２２条

の５第１項の規定により採用された職員（以下「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、その者に適用される給料表の定年前再任用短

時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、

その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

９ （略） ９ （略） 

第７条の２ （略） 第７条の２ （略） 

（再任用短時間勤務職員の給料月額）  

第７条の３ 地方公務員法第２８条の５第１項又は

第２８条の６第２項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は、第７条第８項の規定にかかわ

らず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例

第２条第３項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

（削る） 

第８条～第１６条 （略） 第８条～第１６条 （略） 

（超過勤務手当） （超過勤務手当） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 
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２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職

員が、正規の勤務時間を割り振られた日（次条の規

定により休日給が支給されることとなる日を除

く。）において、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日にお

ける正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達

するまでの間の勤務に対する第１項の規定の適用

については、同項中「正規の勤務時間を超えてした

勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５か

ら１００分の１５０までの範囲内の割合」とある

のは、「１００分の１００」とする。 

４ 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間

勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日（次

条の規定により休日給が支給されることとなる日

を除く。）において、正規の勤務時間を超えてした

勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が７時間４５分

に達するまでの間の勤務に対する第１項の規定の

適用については、同項中「正規の勤務時間を超えて

した勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２

５から１００分の１５０までの範囲内の割合」と

あるのは、「１００分の１００」とする。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

第１８条・第１９条 （略） 第１８条・第１９条 （略） 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２０条 第１６条第１項、第１７条第１項、第３

項、第５項及び第６項並びに前２条に規定する勤

務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事

委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合

計額に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条

第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたものか

ら同項に規定する勤務時間を５で除して得た時間

に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を

乗じたものを減じたもので除して得た額（次の各

号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定

める数を乗じて得た額）とする。 

第２０条 第１６条第１項、第１７条第１項、第３

項、第５項及び第６項並びに前２条に規定する勤

務１時間当たりの給与額は、給料の月額及び人事

委員会の承認を得て規則で定める手当の月額の合

計額に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条

第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたものか

ら同項に規定する勤務時間を５で除して得た時間

に人事委員会の承認を得て規則で定める日の数を

乗じたものを減じたもので除して得た額（次の各

号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定

める数を乗じて得た額）とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第２条

第１項に規定する勤務時間を同条第３項の規定

により定められたその者の勤務時間で除して得

た数 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例

第２条第１項に規定する勤務時間を同条第３項

の規定により定められたその者の勤務時間で除

して得た数 

第２１条～第２６条の２ （略） 第２１条～第２６条の２ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の２５」とあるのは「１００

分の１０」と、「１００分の１０５」とあるのは「１

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「１００分の２５」と

あるのは「１００分の１０」と、「１００分の１０
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００分の６０」と、「１００分の１１０」とあるの

は「１００分の６５」と、「１００分の８５」とあ

るのは「１００分の５０」と、「１００分の９０」

とあるのは「１００分の５５」とする。 

５」とあるのは「１００分の６０」と、「１００分

の１１０」とあるのは「１００分の６５」と、「１

００分の８５」とあるのは「１００分の５０」と、

「１００分の９０」とあるのは「１００分の５５」

とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第２７条の２・第２７条の３ （略） 第２７条の２・第２７条の３ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２７条の４ （略） 第２７条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１０２．５」とあるのは「１

００分の５０」と、「１００分の１２２．５」とあ

るのは「１００分の６０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規

定の適用については、同項中「１００分の１０２．

５」とあるのは「１００分の５０」と、「１００分

の１２２．５」とあるのは「１００分の６０」とす

る。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第２７条の５・第２７条の６ （略） 第２７条の５・第２７条の６ （略） 

（特定職員についての適用除外） （特定職員についての適用除外） 

第２７条の７ （略） 第２７条の７ （略） 

２ 第１１条の２から第１３条まで、第１３条の３

及び第２７条の５の規定は、再任用職員には、適用

しない。 

２ 第１１条の２から第１３条まで、第１３条の３

及び第２７条の５の規定は、定年前再任用短時間

勤務職員には、適用しない。 

３ （略） ３ （略） 

第２７条の８・第２８条 （略） 第２７条の８・第２８条 （略） 

附 則 附 則 

１～７ （略） １～７ （略） 

８ 平成１８年３月３１日において都調整額の支給

を受けていた職員で、同年４月１日以降行政職給

料表（二）の適用を受けることとなる再任用職員の

うち、人事委員会が定めるものの給料月額は、当分

の間、同表の額に１万２，０００円を上限として人

事委員会が定める額を加算した額とする。 

８ 平成１８年３月３１日において都調整額の支給

を受けていた職員で、同年４月１日以降行政職給

料表（二）の適用を受けることとなる定年前再任用

短時間勤務職員のうち、人事委員会が定めるもの

の給料月額は、当分の間、第７条第８項の規定によ

り算出した額に１万２，０００円を上限として人

事委員会が定める額を加算した額とする。 

９ （略） ９ （略） 

（加える） １０ 当分の間、職員の給料月額は、その者が６０

歳に達した日後における最初の４月１日（附則第

１２項において「特定日」という。）以後、その者

に適用される給料表の給料月額のうち、その者の
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属する職務の級及び受ける号給に応じた額（この

条例その他の条例の規定により、その者につき当

該号給に応じた額と異なる給料月額が定められて

いる場合は、当該異なる給料月額）に１００分の７

０を乗じて得た額（その額に、５０円未満の端数が

ある場合はこれを切り捨て、５０円以上１００円

未満の端数がある場合はこれを１００円に切り上

げるものとする。）とする。 

（加える） １１ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しな

い。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要

しない職員 

 (2) 医療職給料表（一）の適用を受ける職員 

 (3) 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２項

の規定により同法第２８条の２第１項に規定す

る異動期間（同法第２８条の５第１項又は第２

項の規定により延長された期間を含む。）を延長

された同法第２８条の２第１項に規定する管理

監督職を占める職員 

 (4) 地方公務員法第２８条の７第１項又は第２項

の規定により勤務している職員（同法第２８条

の６第１項に規定する定年退職日において前項

の規定が適用されていた職員を除く。） 

（加える） １２ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する

他の職への降任等をされた職員であって、当該他

の職への降任等をされた日（以下この項及び附則

第１４項において「異動日」という。）の前日から

引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のう

ち、特定日に附則第１０項の規定によりその者の

受ける給料月額（以下この項において「特定日給料

月額」という。）が異動日の前日にその者が受けて

いた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額

（その額に、５０円未満の端数がある場合はこれ

を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があ

る場合はこれを１００円に切り上げるものとす

る。以下この項において「基礎給料月額」という。）

に達しないこととなる職員（人事委員会が定める

職員を除く。）の給料月額は、当分の間、特定日以



56 

 

後、附則第１０項の規定によりその者の受ける給

料月額に基礎給料月額と特定日給料月額との差額

に相当する額を加算した額とする。 

（加える） １３ 前項の規定により算出した差額に相当する額

を加算した給料月額がその者の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額を超える場合におけ

る同項の規定の適用については、同項中「基礎給料

月額と特定日給料月額」とあるのは、「その者の属

する職務の級における最高の号給の給料月額と同

項の規定によりその者の受ける給料月額」とする。 

（加える） １４ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受

ける職員（附則第１０項の規定の適用を受ける職

員に限り、附則第１２項に規定する職員を除く。）

であって、同項の規定により算出した差額に相当

する額を加算した給料月額を受ける職員との均衡

上必要があると認められる職員の給料月額は、当

分の間、人事委員会の定めるところにより、附則第

１０項の規定によりその者の受ける給料月額に前

２項の規定に準じて算出した差額に相当する額を

加算した額とする。 

（加える） １５ 附則第１２項又は前項の規定により算出した

差額に相当する額を加算した給料月額を受ける職

員以外の附則第１０項の規定の適用を受ける職員

であって、任用の事情等を考慮して当該給料月額

を受ける職員との均衡上必要があると認められる

職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定める

ところにより、同項の規定によりその者の受ける

給料月額に前３項の規定に準じて算出した差額に

相当する額を加算した額とする。 

（加える） １６ 当分の間、附則第１０項の規定の適用を受け

る職員に対する江東区職員の分限に関する条例第

２条第２項、第３条第１項及び第４項並びに第７

条の規定の適用については、同条例第２条第２項

中「職員」とあるのは「江東区職員の給与に関する

条例（昭和３０年４月江東区条例第７号。以下「給

与条例」という。）附則第１０項の規定による場合

のほか、職員」と、同条例第３条第１項中「とする」

とあるのは「とする。ただし、給与条例附則第１０

項の規定による降給は、この限りでない」と、同条
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第４項中「ならない」とあるのは「ならない。ただ

し、給与条例附則第１０項の規定による降給は、こ

の限りでない」と、同条例第７条中「とする」とあ

るのは「とする。ただし、給与条例附則第１０項の

規定による降給は、この限りでない」とする。 

（加える） １７ 附則第１０項から前項までに定めるもののほ

か、附則第１０項及び第１２項の規定による給料

月額その他附則第１０項から前項までの規定の施

行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係） 

ア 行政職給料表（一） ア 行政職給料表（一） 

職員

の区

分 

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

再 任

用 職

員 以

外 の

職員 

 

 

 

 

（略） 

再 任

用 職

員 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

１

９

７

，

３

０

０ 

 

 

 

２

３

１

，

８

０

０ 

 

 

 

２

６

９

，

６

０

０ 

 

 

 

２

８

７

，

４

０

０ 

 

 

 

３

１

１

，

６

０

０ 

 

 

 

３

７

８

，

６

０

０ 
 

職員

の区

分 

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

６

級 

号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

（略） 

定 年

前 再

任 用 

 基

準

給 

基

準

給 

基

準

給 

基

準

給 

基

準

給 

基

準

給 

短 時

間 勤

務 職

員 

 

 

 

料

月

額 

料

月

額 

料

月

額 

料

月

額 

料

月

額 

料

月

額 

１

９

７

，

３

０

０ 

２

３

１

，

８

０

０ 

２

６

９

，

６

０

０ 

２

８

７

，

４

０

０ 

３

１

１

，

６

０

０ 

３

７

８

，

６

０

０ 
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備考 （略） 備考 （略） 

イ 行政職給料表（二） イ 行政職給料表（二） 

職員

の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

再 任

用 職

員 以

外 の

職員 

 

 

 

 

（略） 

再 任

用 職

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１

２，

００

０ 

 

 

 

２２

３，

２０

０ 

 

 

 

２４

４，

００

０ 

 

 

 

２７

４，

７０

０ 
 

職員

の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

給料

月額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

（略） 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

 

 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

基準

給料

月額 

２１

２，

００

０ 

２２

３，

２０

０ 

２４

４，

００

０ 

２７

４，

７０

０ 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

ア 医療職給料表（一） ア 医療職給料表（一） 

職員

の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

再 任 （略） 

用 職

員 以

外 の

職員 

 

 

 

 

 

再 任

用 職

 

 

 

 

 

 

 

 

職員

の区

分 

職務

の級 

１級 ２級 ３級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 

定 年 （略） 

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

 

定 年

前 再

 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 
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員 

 

 

 

 

 ２９４，

５００ 

３５５，

３００ 

４１６，

１００ 

 

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 ２９４，

５００ 

３５５，

３００ 

４１６，

１００ 

 

備考 （略） 備考 （略） 

イ 医療職給料表（二） イ 医療職給料表（二） 

職員

の区

分 

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

再 任

用 職

員 以

外 の

職員 

 

 

 

 

（略） 

再 任

用 職

員 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

１

９ 

 

 

 

 

 

 

２

３ 

 

 

 

 

 

 

２

６ 

 

 

 

 

 

 

２

８ 

 

 

 

 

 

 

３

１ 

  

 

 

 

９

，

８

０

０ 

３

，

６

０

０ 

９

，

４

０

０ 

７

，

０

０

０ 

１

，

６

０

０ 
 

職員

の区

分 

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

（略） 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

 基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

１

９ 

２

３ 

２

６ 

２

８ 

３

１ 

  ９

，

８

０

０ 

３

，

６

０

０ 

９

，

４

０

０ 

７

，

０

０

０ 

１

，

６

０

０ 
 

備考 （略） 備考 （略） 

ウ 医療職給料表（三） ウ 医療職給料表（三） 

職員

の区

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 

職員

の区

職務

の級 

１

級 

２

級 

３

級 

４

級 

５

級 
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分 号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

再 任

用 職

員 以

外 の

職員 

 

 

 

 

（略） 

再 任

用 職

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２

０

４

，

０

０

０ 

 

 

 

 

 

 

２

３

４

，

８

０

０ 

 

 

 

 

 

 

２

６

９

，

４

０

０ 

 

 

 

 

 

 

２

８

７

，

０

０

０ 

 

 

 

 

 

 

３

１

１

，

６

０

０ 
 

分 号給 給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

給

料

月

額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

（略） 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

 

 基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

基

準

給

料

月

額 

 

 

 

２

０

４

，

０

０

０ 

２

３

４

，

８

０

０ 

２

６

９

，

４

０

０ 

２

８

７

，

０

０

０ 

３

１

１

，

６

０

０ 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第３～別表第５ （略） 別表第３～別表第５ （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、附則第１１項及び第１２項の規定は、公布

の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の江東区職員の給与に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）附則第

１０項から第１７項までの規定は、地方公務員法

の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以

下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項
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及び第６項の規定により勤務している職員には適

用しない。 

 ３ 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２

項又は第５条第１項若しくは第３項の規定により

採用された職員（以下「暫定再任用常時勤務職員」

という。）の給料月額は、その者が令和３年改正法

による改正後の地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５

第１項の規定により採用された職員（以下「定年前

再任用短時間勤務職員」という。）であるものとし

た場合に適用される給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その

者の属する職務の級に応じた額（改正後の条例附

則第８項の規定の適用がある場合には、同項の人

事委員会が定める額を加算した額）とする。 

 ４ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた暫定再任用常時勤務職員（同法第１７条の規

定による短時間勤務をすることとなった暫定再任

用常時勤務職員を含む。）に対する前項の規定の適

用については、同項中「とする」とあるのは、「に、

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

（平成１０年３月江東区条例第８号）第２条第２

項の規定により定められたその者の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額（その額に、１円未満の端数がある場合

は、これを切り捨てる。）とする」とする。 

 ５ 令和３年改正法附則第６条第１項若しくは第２

項又は第７条第１項若しくは第３項の規定により

採用された職員（以下「暫定再任用短時間勤務職

員」という。）の給料月額は、その者が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適用さ

れる給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に

掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務

の級に応じた額に、江東区職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１０年３月江東区条例

第８号）第２条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間
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で除して得た数を乗じて得た額（その額に、１円未

満の端数がある場合は、これを切り捨てる。）（改正

後の条例附則第８項の規定の適用がある場合に

は、同項の人事委員会が定める額を加算した額）と

する。 

 ６ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短

時間勤務職員とみなして、改正後の条例第１７条

第４項及び第２０条第２号の規定を適用する。 

 ７ 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間

勤務職員（以下「暫定再任用職員」という。）は、

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後

の条例第２７条第３項の規定を適用する。 

 ８ 改正後の条例第２７条の４第１項の職員に暫定

再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額

の総額の算定に係る同条第３項の規定の適用につ

いては、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」と

あるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方

公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条

第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第

２項又は第７条第１項若しくは第３項の規定によ

り採用された職員」とする。 

 ９ 江東区職員の給与に関する条例第１１条の２か

ら第１３条まで、第１３条の３及び第２７条の５

の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 （委任） 

 １０ 附則第２項から前項までに定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人

事委員会が定める。 

 （江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の一部改正） 

 １１ 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例（平成３０年３月江東区条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

 改め文省略 （別紙１ 新旧対照表参照） 

 １２ 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例（令和元年１１月江東区条例第５０号）の

一部を次のように改正する。 
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 改め文省略 （別紙２ 新旧対照表参照） 

 １３ 江東区職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例（平成３０年３月江東区条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

 改め文省略 （別紙３ 新旧対照表参照） 

  

 

【附則第１１項関係】江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年３月江東区条例第４

号）の一部を改正する条例 新旧対照表 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（平成３０年３月江東区条例第４号） 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（令和４年 月江東区条例第 号）附則第１１項

の規定による改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（給料の切替えに伴う経過措置） （給料の切替えに伴う経過措置） 

５ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける特定職員（以下「同一給料表適用特定職

員」という。）のうち施行日以降にその者の受ける

給料月額が施行日の前日において受けていた給料

月額に達しないこととなるもの（地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員（以下「再任

用職員」という。）その他人事委員会の定める職員

を除く。）には、給料月額にその差額に相当する額

を加えた額を、同一給料表適用特定職員のうち旧

級が２級又は７級である再任用職員であって、施

行日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前

日において受けていた給料月額に達しないことと

なるもの（人事委員会の定める職員を除く。）には、

平成３１年３月３１日までの間、給料月額にその

差額に相当する額を加えた額を、それぞれ給料と

して支給する。 

５ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける特定職員（以下「同一給料表適用特定職

員」という。）のうち、施行日以降にその者の属す

る職務の級及び受ける号給に応じた給料月額が施

行日の前日において受けていた給料月額に達しな

いこととなるもの（人事委員会の定める職員を除

く。）の給料月額は、その者の属する職務の級及び

受ける号給に応じた給料月額にその差額に相当す

る額を加算した額とする。 

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る特定職員（前項に規定する同一給料表適用特定

職員を除く。）について、同項の規定により給料を

支給される同一給料表適用特定職員との均衡上必

６ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る特定職員（同一給料表適用特定職員を除く。）で

あって、前項の規定により算出した差額に相当す

る額を加算した給料月額を受ける同一給料表適用
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要があると認められるときは、当該特定職員には、

人事委員会の定めるところにより、同項の規定に

準じて、給料を支給する。 

特定職員との均衡上必要があると認められる特定

職員の給料月額は、人事委員会の定めるところに

より、その者の属する職務の級及び受ける号給に

応じた給料月額に同項の規定に準じて算出した差

額に相当する額を加算した額とする。 

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けること

となった職員について、任用の事情等を考慮して

前２項の規定により給料を支給される特定職員と

の均衡上必要があると認められるときは、当該職

員には、人事委員会の定めるところにより、前２項

の規定に準じて、給料を支給する。 

７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けること

となった職員であって、任用の事情等を考慮して

前２項の規定により算出した差額に相当する額を

加算した給料月額を受ける特定職員との均衡上必

要があると認められる職員の給料月額は、人事委

員会の定めるところにより、その者の属する職務

の級及び受ける号給に応じた給料月額に前２項の

規定に準じて算出した差額に相当する額を加算し

た額とする。 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）の

適用を受ける再任用職員に限る。）のうち施行日以

降にその者の受ける給料月額が同表２級の再任用

職員の欄に掲げる給料月額に達しないこととなる

ものであって、区長が定めるものについて、附則第

５項の規定により給料を支給される同一給料表適

用特定職員との均衡上必要があると認められると

きは、当該同一給料表適用特定職員には、給料月額

にその差額に相当する額を加えた額を給料として

支給する。 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）の

適用を受ける地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員（以下「再任用職員」という。）

に限る。）のうち、施行日以降にその者の属する職

務の級に応じた給料月額が同表２級の再任用職員

の項に掲げる給料月額に達しないこととなるもの

であって、区長が定めるものについて、附則第５項

の規定により算出した差額に相当する額を加算し

た給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との

均衡上必要があると認められる職員の給料月額

は、その者の属する職務の級に応じた給料月額に

その差額に相当する額を加算した額とする。 

９～１６ （略） ９～１６ （略） 

 

【附則第１２項関係】江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和元年１１月江東区条例第５

０号）の一部を改正する条例 新旧対照表 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（令和元年１１月江東区条例第５０号） 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（令和４年 月江東区条例第 号）附則第１２項

の規定による改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

（江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する （江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する
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条例の読替え） 条例の読替え） 

４ 施行日以後の江東区職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例（平成３０年３月江東区条例

第４号）附則第５項の規定は、同項中「のうち施行

日以降にその者の受ける給料月額が施行日の前日

において受けていた給料月額」とあるのは「のうち

施行日以降にその者の受ける給料月額が江東区職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令

和元年１１月江東区条例第５０号）の施行の日の

前日においてその者が受けていた江東区職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０

年３月江東区条例第４号）附則第５項の規定によ

る給料の月額から当該額に１００分の０．６１を

乗じて得た額を減じて得た額（１００円に満たな

い端数がある場合は、その端数を四捨五入するも

のとする。）」と読み替えて適用する。 

４ 施行日以後の江東区職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例（平成３０年３月江東区条例

第４号）附則第５項の規定は、同項中「施行日の前

日において受けていた給料月額」とあるのは「江東

区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（令和元年１１月江東区条例第５０号）の施行の

日の前日においてその者が受けていた江東区職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成

３０年３月江東区条例第４号）附則第５項の規定

により算出した差額に相当する額を加算した給料

月額から当該加算をした給料月額に１００分の

０．６１を乗じて得た額を減じて得た額（１００円

に満たない端数がある場合は、その端数を四捨五

入するものとする。）」と読み替えて適用する。 

５ （略） ５ （略） 

 

【附則第１３項関係】江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年３月江東区条例第４

号）の一部を改正する条例 新旧対照表 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（平成３０年３月江東区条例第４号） 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（令和４年 月江東区条例第 号）附則第１３項

の規定による改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 附 則 

１～７ （略） １～７ （略） 

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）の

適用を受ける地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員（以下「再任用職員」という。）

に限る。）のうち、施行日以降にその者の属する職

務の級に応じた給料月額が同表２級の再任用職員

の欄に掲げる給料月額に達しないこととなるもの

であって、区長が定めるものについて、附則第５項

の規定により算出した差額に相当する額を加算し

た給料月額を受ける同一給料表適用特定職員との

均衡上必要があると認められる職員の給料月額

は、その者の属する職務の級に応じた給料月額に

８ 同一給料表適用特定職員（行政職給料表（二）の

適用を受ける地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第６３号。以下「令和３年地方公務

員法改正法」という。）附則第４条第１項若しくは

第２項又は第５条第１項若しくは第３項の規定に

より採用された職員（以下「暫定再任用常時勤務職

員」という。）及び令和３年地方公務員法改正法附

則第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項

若しくは第３項の規定により採用された職員（以

下「暫定再任用短時間勤務職員」という。）に限る。）

のうち、施行日以降にその者の属する職務の級に

応じた給料月額が同表２級の定年前再任用短時間

勤務職員の項に掲げる基準給料月額に達しないこ
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その差額に相当する額を加算した額とする。 ととなるものであって、区長が定めるものについ

て、附則第５項の規定により算出した差額に相当

する額を加算した給料月額を受ける同一給料表適

用特定職員との均衡上必要があると認められる職

員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じ

た給料月額にその差額に相当する額を加算した額

（暫定再任用短時間勤務職員にあっては、江東区

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

１０年３月江東区条例第８号）第２条第３項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得

た額（その額に、１円未満の端数がある場合は、こ

れを切り捨てる。））（改正後の条例附則第８項の規

定の適用がある場合には、同項の人事委員会が定

める額を加算した額）とする。 

（加える） ９ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第３項の規定により

同条第１項に規定する育児短時間勤務の承認を受

けた暫定再任用常時勤務職員（同法第１７条の規

定による短時間勤務をすることとなった暫定再任

用常時勤務職員を含む。）に対する前項の規定の適

用については、同項中「とする」とあるのは、「に、

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

第２条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額（その額に、１円未満の端数

がある場合は、これを切り捨てる。）とする」とす

る。 

９～１２ （略） １０～１３ （略） 

１３ 附則第１０項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者を有するに至った場合その他の

同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに

至った場合においては、これらの事実が生じた日

の属する月の翌月(これらの日が月の初日である

ときは、その日の属する月)からその支給額を改定

する。 

１４ 附則第１１項の規定により扶養手当を受けて

いる職員が配偶者を有するに至った場合その他の

同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに

至った場合においては、これらの事実が生じた日

の属する月の翌月(これらの日が月の初日である

ときは、その日の属する月)からその支給額を改定

する。 

１４～１６ （略） １５～１７ （略） 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について（概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

 ① 退職後、引き続き職員となった場合における退職手当の支給の可否の取扱いについて明

確にするため、文言を整理する。（第３条関係） 

 

 ② 定年引上げに伴い、管理監督職勤務上限年齢制により他の職への降任等をされた職員の

退職手当の調整額については、「降任等をされた日の前日以前２０年間」と「退職日以前２

０年間」のそれぞれの期間の調整額を比較し、いずれか高い額とする規定を加える。（第１

０条の２関係） 

 

 ③ 当分の間、６０歳に達した日以後に自己都合により退職した者の退職手当の基本額は定

年退職した場合と同じ支給率を適用するなど、定年引上げに伴う経過措置を定める。（制定

附則第１１条関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日。ただし、①については公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1-11
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江東区職員の退職手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（支給対象） （支給対象） 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、区に常時勤

務する職員で次の各号に掲げる者とする。 

第２条 退職手当の支給を受ける者は、次に掲げる

職員とする。 

(1) 江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年

４月江東区条例第７号。以下「給与条例」とい

う。）第２条に定める給料を支給される職員 

(1) 江東区職員の給与に関する条例（昭和３０年

４月江東区条例第７号。以下「給与条例」とい

う。）第２条に定める給料を支給される職員のう

ち、常時勤務を要するもの 

(2) 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成１２年３月江東区条例第４８号）第３条

に定める給料を支給される職員 

(2) 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

（平成１２年３月江東区条例第４８号）第３条

に定める給料を支給される職員のうち、常時勤

務を要するもの 

（加える） (3) 給与条例第２３条第１項に定める給与を支給

される職員（以下「育児休業に伴う臨時的任用職

員」という。）のうち、その勤務形態が前２号に

掲げる職員に準ずるもの 

２ 常時勤務に服することを要しない者のうち、職

員について定められている勤務時間以上勤務した

日が１８日以上ある月が引き続いて６月を超える

に至ったもので、その超えるに至った日以後引き

続き当該勤務時間により勤務することとされてい

るものは、前項の職員とみなす。ただし、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項第１号に掲げる職員については、この限りで

ない。 

 

 

２ 前項第３号に規定する勤務形態が同項第１号及

び第２号に掲げる職員に準ずるものとは、常時勤

務を要する職員について定められている勤務時間

以上勤務した日（法令又は条例若しくはこれに基

づく規則（以下「規則」という。）により、勤務を

要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を

含む。以下同じ。）が１８日以上ある月が引き続い

て６月を超えるに至った者で、その超えるに至っ

た日以後引き続き当該勤務時間により勤務するこ

ととされているものをいう。 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、地方公務員法第２

８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８

条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員には、退職手当は支給しない。 

（削る） 

（退職手当の支給） （退職手当の支給） 

第３条 退職手当は職員が退職した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す

る。ただし、職員が退職した場合において、その者

が退職の日又はその翌日に再び職員となつたとき

第３条 退職手当は職員が退職した場合に、その者

（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給す

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、退職手当は支給しない。 
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は、退職手当は支給しない。 

（加える） (1) 前条第１項第１号及び第２号に掲げる職員の

うち、任期の定めのないもの（以下「任期の定め

のない職員」という。）が退職した場合において、

その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定

めのない職員となったとき。 

（加える） (2) 前条第１項第１号及び第２号に掲げる職員の

うち、任期の定めのあるもの（以下「任期の定め

のある職員」という。）が退職した場合において、

その者が退職の日又はその翌日に再び任期の定

めのない職員又は任期の定めのある職員となっ

たとき。 

（加える） (3) 前条第１項第３号に掲げる職員が退職した場

合において、その者が退職の日又はその翌日に

再び任期の定めのない職員又は任期の定めのあ

る職員となったとき。 

（加える） (4) 前条第１項第３号に掲げる職員が退職した場

合において、その者が退職の日又はその翌日に

再び育児休業に伴う臨時的任用職員となったと

き。 

（加える） ２ 前項の規定による場合のほか、前条第１項第３

号に掲げる職員のその月の勤務日数（常時勤務を

要する職員について定められている勤務時間以上

勤務した日に限る。次項において同じ。）が１８日

に達しないこととなったときは、その月の末日に

おいて退職したものとみなして退職手当を支給す

る。 

（加える） ３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、同項第４

号に規定する再び育児休業に伴う臨時的任用職員

となった者のその月の勤務日数が１８日に達しな

いこととなったときは、その月の末日において退

職したものとみなして退職手当を支給する。 

２ （略） ４ （略） 

第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略） 

（整理退職等の場合の退職手当の基本額） （整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第７条 地方公務員法第２８条第１項第４号の規定

に該当する理由又はこれに準ずる理由により、勧

しようを受け、又はその意に反して退職した者及

び公務上の傷病又は死亡により退職した者に対し

第７条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条第１項第４号の規定に該当する理由又は

これに準ずる理由により、勧奨を受け、又はその意

に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡に
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て支給する退職手当の基本額は、退職日給料月額

に、その者の勤続期間を前条第１項各号に区分し

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計

額とする。 

より退職した者に対して支給する退職手当の基本

額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を前条

第１項各号に区分して、当該各号に掲げる割合を

乗じて得た額の合計額とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第７条の２ （略） 第７条の２ （略） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係

る特例） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係

る特例） 

第７条の３ 第６条第１項の規定に該当する者（規

則で定める傷病により退職した者及び死亡により

退職した者（通勤による災害により死亡した者を

除く。）を除く。）又は第７条第１項の規定に該当す

る者のうち、定年に達する日の属する会計年度の

初日前に退職した者であつて、その勤務期間が２

５年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度

の末日の年齢がその者に係る定年から１０年を減

じた年齢以上であるものに対する第６条、第７条

第１項並びに次条第１項第１号及び第２号の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第７条の３ 第６条第１項の規定に該当する者（規

則で定める傷病により退職した者及び死亡により

退職した者（通勤による災害により死亡した者を

除く。）を除く。）又は第７条第１項の規定に該当す

る者のうち、定年に達する日の属する会計年度の

初日前に退職した者であつて、その勤務期間が２

５年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度

の末日の年齢がその者に係る定年から１５年（給

与条例第６条第１項第２号に規定する医療職給料

表（一）（以下「医療職給料表（一）」という。）の

適用を受ける職員にあっては、１０年とする。）を

減じた年齢以上であるものに対する第６条、第７

条第１項並びに次条第１項第１号及び第２号の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

（略） 
 

（略） 
 

第７条の４ （略） 第７条の４ （略） 

（非違により勧奨を受けて退職した者に対する一般

の退職手当） 

（非違により勧奨を受けて退職した者に対する一般

の退職手当） 

第８条 第５条第１項、第６条第１項、第７条第１

項又は第１０条の規定にかかわらず、職員が非違

により勧奨を受けて退職した場合においては、非

違の程度に応じて、任命権者が区長と協議の上、一

般の退職手当を支給せず、又は第５条の規定によ

り計算した額から一部を減額した額をもってその

者の一般の退職手当の額とする。 

第８条 第５条第１項、第６条第１項、第７条第１

項、次条又は第１０条の規定にかかわらず、職員が

非違により勧奨を受けて退職した場合において

は、非違の程度に応じて、任命権者が区長と協議の

上、一般の退職手当を支給せず、又は第５条及び第

１０条の規定により計算した額の合計額から一部

を減額した額をもってその者の一般の退職手当の

額とする。 

（給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基

本額） 

（給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基

本額） 

第９条 第５条から第７条までの規定において、給 第９条 第５条から第７条までの規定において、給
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料の調整額の支給を受けた者が退職した場合にそ

の者に対して支給する退職手当の基本額は、第５

条から第７条までの規定により計算して得た額

に、退職の日におけるその者の給料の調整額の額

（退職の日に給料の調整額の支給を受けていない

者については、退職の日の直近の時期に受けてい

た給料の調整額の額に相当する規則で定める額）

と、その者が最も長期間にわたり支給を受けてい

た給料の調整額の額に相当する規則で定める額と

のいずれか多い額のものに、給料の調整額を受け

ていた期間を第５条から第７条までの勤続期間と

みなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額

とする。 

料の調整額の支給を受けた者が退職した場合にそ

の者に対して支給する退職手当の基本額は、第５

条から第７条の４までの規定により計算して得た

額に、退職の日におけるその者の給料の調整額の

額（退職の日に給料の調整額の支給を受けていな

い者については、退職の日の直近の時期に受けて

いた給料の調整額の額に相当する規則で定める

額）と、その者が最も長期間にわたり支給を受けて

いた給料の調整額の額に相当する規則で定める額

とのいずれか多い額のものに、給料の調整額を受

けていた期間を第５条から第７条までの勤続期間

とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた

額とする。 

２ 第５条から第７条までの規定において退職時に

江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措

置に関する条例（平成１２年３月江東区条例第４

９号）第３条の教職調整額の適用のある者の退職

手当の基本額は、第５条から第７条までの規定又

は前項の規定により計算して得た額に、退職時に

受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けて

いた期間を第５条から第７条までの勤続期間とみ

なして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額と

する。 

２ 第５条から第７条までの規定において退職時に

江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措

置に関する条例（平成１２年３月江東区条例第４

９号）第３条の教職調整額の適用のある者の退職

手当の基本額は、第５条から第７条の４までの規

定又は前項の規定により計算して得た額に、退職

時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受

けていた期間（江東区立幼稚園教育職員の給与に

関する条例に規定する園長及び副園長の職にあっ

た者から江東区立幼稚園教育職員の給与等に関す

る特別措置に関する条例第３条第１項の規定の適

用を受ける者となったものにあっては、その適用

を受けた日から退職の日まで継続して同項の規定

の適用を受けていた期間に限る。）を第５条から第

７条までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗

じて得た額を加えた額とする。 

３ （略） ３ （略） 

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある

月（第１号から第８号までに掲げる期間のある月

にあっては現実に職務に従事することを要する日

のあった月を除き、第９号に掲げる期間のある月

にあっては育児短時間勤務等（地方公務員の育児

休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）そ

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間のある

月（現実に職務に従事することを要する日（次に掲

げる期間（無罪の判決が確定した場合における第

２号に掲げる期間を除く。）以外の期間における週

休日等（江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成１０年３月江東区条例第８号）第４



72 

 

の他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児

短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同

じ。）の期間以外の期間における現実に職務に従事

することを要する日のあった月を除く。）をいう。 

条及び第５条の規定による週休日、同条例第１０

条及び第１１条の規定による休日、同条例第１２

条第１項の規定により指定された代休日並びにそ

の他の規程によるこれらに相当する日）以外の日

をいう。）のあった月を除く。）をいう。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

（加える） (5) 高齢者部分休業（地方公務員法第２６条の３

の規定による高齢者部分休業及びその他の規程

によるこれに相当する休業をいう。）の期間 

(5)～(7) （略） (6)～(8) （略） 

(8) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する

法律その他の法律の規定による育児休業をい

う。以下同じ。）の期間 

(9) 育児休業（地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）その他の法律の

規定による育児休業をいう。以下同じ。）の期間 

(9) 育児短時間勤務等の期間 (10) 育児短時間勤務等（地方公務員の育児休業等

に関する法律その他の法律の規定による育児短

時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間

勤務をいう。以下同じ。）の期間 

５～７ （略） ５～７ （略） 

 （他の職への降任等をされた職員に係る退職手当の

調整額） 

（加える） 第１０条の２ 地方公務員法第２８条の２第４項に

規定する他の職への降任等をされた職員（同法第

２８条の５第３項に規定する特定管理監督職群の

他の管理監督職に降任した職員その他の規則で定

める職員（以下「他の管理監督職に降任した職員

等」という。）を含む。）について前条の規定により

計算した退職手当の調整額が、その者が当該他の

職への降任等をされた日の前日（他の管理監督職

に降任した職員等にあっては、規則で定める日）に

おいて退職をしたものとして同条の規定により計

算した退職手当の調整額（以下「降任等前退職手当

の調整額」という。）に満たない場合は、同条の規

定にかかわらず、降任等前退職手当の調整額（降任

等前退職手当の調整額が２以上ある場合は、最も

多い額）をその者の退職手当の調整額とする。 

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員とな ２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員とな
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った日の属する月から退職した日の属する月まで

の月数による。 

った日の属する月から退職した日の属する月まで

の月数（第２条第１項第３号に掲げる職員にあっ

ては、引き続いた常時勤務を要する職員について

定められている勤務時間以上勤務した日が１８日

以上ある月の月数）による。 

３ 職員が退職した場合（第１６条第１項各号のい

ずれかに該当する場合を除く。）において、その者

が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき

は、前２項の規定による在職期間の計算について

は、引き続いて在職したものとみなす。 

３ 職員が退職した場合（第１６条第１項各号のい

ずれかに該当する場合を除く。）において、次の各

号のいずれかに該当するときは、前２項の規定に

よる在職期間の計算については、引き続いて在職

したものとみなす。 

（加える） (1) 任期の定めのない職員が退職した場合におい

て、その者が退職の日又はその翌日に再び任期

の定めのない職員となったとき。 

（加える） (2) 任期の定めのある職員が退職した場合におい

て、その者が退職の日又はその翌日に再び任期

の定めのない職員又は任期の定めのある職員と

なったとき。 

（加える） (3) 第２条第１項第３号に掲げる職員が退職した

場合（第３条第２項又は第３項の規定により退

職したものとみなされる場合を除く。）におい

て、その者が退職の日又はその翌日に再び任期

の定めのない職員、任期の定めのある職員又は

育児休業に伴う臨時的任用職員となったとき。 

（加える） (4) 育児休業に伴う臨時的任用職員（第２条第１

項第３号に掲げる職員を除く。）が退職した場合

において、その者が退職の日又はその翌日に再

び育児休業に伴う臨時的任用職員となったと

き。 

４ 前３項の規定による在職期間のうち前条第４項

に規定する休職月等が１月以上あったときは、そ

の月数の２分の１に相当する月数（育児休業をし

た期間及び育児短時間勤務等をした期間について

は、３分の１に相当する月数、地方公務員法第５５

条の２第１項ただし書に規定する事由又はこれに

準ずる事由により現実に職務に従事することを要

しなかった期間、自己啓発等休業をした期間（その

期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内

容が公務の能率的な運営に特に資するものと認め

られることその他の規則で定める要件に該当しな

４ 前３項の規定による在職期間のうち第１０条第

４項に規定する休職月等が１月以上あったとき

は、その月数の２分の１に相当する月数（育児休業

をした期間及び育児短時間勤務等をした期間につ

いては、３分の１に相当する月数、地方公務員法第

５５条の２第１項ただし書に規定する事由又はこ

れに準ずる事由により現実に職務に従事すること

を要しなかった期間、自己啓発等休業をした期間

（その期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活

動の内容が公務の能率的な運営に特に資するもの

と認められることその他の規則で定める要件に該
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い場合における当該自己啓発等休業の期間に限

る。）及び配偶者同行休業をした期間については、

その月数）を前３項の規定により計算した在職期

間から除算する。ただし、無罪の判決が確定した場

合における刑事休職の期間については、この限り

でない。 

当しない場合における当該自己啓発等休業の期間

に限る。）及び配偶者同行休業をした期間について

は、その月数）を前３項の規定により計算した在職

期間から除算する。ただし、無罪の判決が確定した

場合における刑事休職の期間については、この限

りでない。 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、東京都の職員、東京都公営企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例（昭和２８年東京

都条例第１９号）の適用を受ける職員、他の特別区

の職員、特別区の一部事務組合の職員、国家公務

員、その他の地方公務員及びこれらに準ずる者と

して規則で定める法人（以下「規則法人」という。）

の職員（規則で定める者を除く。）（以下「都職員

等」という。）から引き続いて職員となった者（そ

の他の地方公務員及び規則法人の職員について

は、任命権者の求めにより職員となった者のうち

区長が特に必要と認めた者に限る。以下この項に

おいて同じ。）の都職員等としての引き続いた在職

期間並びに職員が都職員等となり、引き続いて職

員となったものの先の職員として引き続いた在職

期間の始期から都職員等としての引き続いた在職

期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものと

する。この場合において、その者の都職員等として

の引き続いた在職期間の計算については、前各項

の規定を準用する。 

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職

期間には、都職員等（東京都の職員、東京都公営企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

２８年東京都条例第１９号）の適用を受ける職員、

他の特別区の職員、特別区の一部事務組合の職員、

国家公務員、その他の地方公務員及びこれらに準

ずる者として規則で定める法人（以下「規則法人」

という。）の職員のうち、これらの者が属していた

東京都等の退職手当（これに相当する給与を含

む。）に関する規程において退職手当（これに相当

する給与を含む。）の支給対象であったものをい

う。以下同じ。）から引き続いて職員となった者（規

則で定める者を除き、その他の地方公務員及び規

則法人の職員については、任命権者の求めにより

職員となった者のうち区長が特に必要と認めた者

に限る。以下この項において同じ。）の都職員等と

しての引き続いた在職期間並びに職員が都職員等

となり、引き続いて職員となった者の先の職員と

して引き続いた在職期間の始期から都職員等とし

ての引き続いた在職期間の終期までの在職期間を

それぞれ含むものとする。この場合において、その

者の都職員等としての引き続いた在職期間の計算

については、前各項の規定を準用する。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期

間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る

職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員

について定められている勤務時間以上勤務した日

（法令又は条例若しくはこれに基づく規則によ

り、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えら

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期

間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る

職員となった日前に職員又は職員以外の者で常時

勤務を要する職員について定められている勤務時

間以上勤務した日が１８日以上ある月が１月以上

あるもの（季節的業務に４箇月以内の期間を定め
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れた日を含む。）が１８日以上ある月が１月以上あ

るもの（季節的業務に４箇月以内の期間を定めて

雇用され、又は季節的に４箇月以内の期間を定め

て雇用されていた者にあっては、引き続き当該所

定の期間を超えて勤務したものに限る。）であった

者（以下この項において「職員等」という。）であ

ったことがあるものについては、当該職員等であ

った期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該

職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含

まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当

するすべての期間を除く。 

て雇用され、又は季節的に４箇月以内の期間を定

めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該

所定の期間を超えて勤務したものに限る。）であっ

た者（以下この項において「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職員等で

あった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当

該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が

含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該

当する全ての期間を除く。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に

係る退職が定年に達したことその他の規則で定め

る理由によるものである職員が、当該退職後一定

の期間求職の申込みをしないことを希望する場合

において、規則で定めるところにより、区長にその

旨を申し出たときは、第１項中「同項各号に掲げる

受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」

とあるのは「同項各号に掲げる受給資格者の区分

に応じた当該各号に定める期間と、求職の申込み

をしないことを希望する一定の期間（１年を限度

とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求

職の申込みをしないことを希望する一定の期間内

に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める

期間に当該基本手当の受給資格に係る退職の日の

翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの

期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当該期

間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項

中「支給期間」とあるのは「第４項において読み替

えられた第１項に規定する支給期間」とする。 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に

係る退職が定年に達したことその他の規則で定め

る理由によるものである職員が当該退職後一定の

期間求職の申込みをしないことを希望する場合に

おいて、規則で定めるところにより、区長にその旨

を申し出たときは、第１項中「同項各号に掲げる受

給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」と

あるのは「同項各号に掲げる受給資格者の区分に

応じた当該各号に定める期間と、求職の申込みを

しないことを希望する一定の期間（１年を限度と

する。）に相当する期間を合算した期間（当該求職

の申込みをしないことを希望する一定の期間内に

求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期

間に当該基本手当の受給資格に係る退職の日の翌

日から当該求職の申込みをした日の前日までの期

間に相当する期間を加算した期間）」と、「当該期間

内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中

「支給期間」とあるのは「第４項において読み替え

られた第１項に規定する支給期間」とし、当該退職

の日後に事業（その実施期間が３０日未満のもの

その他規則で定めるものを除く。）を開始した職員

その他これに準ずるものとして規則で定める職員

が規則で定めるところにより、区長にその旨を申

し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間

の日数が４年から第１項及びこの項の規定により

算定される期間の日数を除いた日数を超える場合



76 

 

における当該超える日数を除く。）は、第１項及び

この項の規定による期間に算入しない。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定め

るもののほか、第１項又は第３項の規定による退

職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該

各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、

就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給

の条件に従い支給する。 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定め

るもののほか、第１項又は第３項の規定による退

職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該

各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法

の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、

就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給

の条件に従い支給する。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に

規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８

条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の

例により指示した同法第５８条第１項に規定す

る公共職業訓練等を受けるため、その住所又は

居所を変更する者 同条第２項に規定する移転

費の額に相当する金額 

(5) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に

規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８

条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の

例により指示した同法第５８条第１項に規定す

る公共職業訓練等を受けるため、その住所又は

居所を変更する者 同条第２項に規定する移転

費の額に相当する金額 

(6) （略） (6) （略） 

９～１４ （略） ９～１４ （略） 

（都職員等となった者の取扱い） （都職員等となった者の取扱い） 

第１４条 職員が引き続いて都職員等となったとき

は、この条例による退職手当は支給しない。ただ

し、地方公共団体又は規則法人（以下「地方公共団

体等」という。）に就職した場合において、その者

の職員としての在職期間が、当該地方公共団体等

の退職手当（これに相当する給与を含む。）に関す

る規程によりその者の当該地方公共団体等の職員

としての在職期間に通算されないことに定められ

ているときは、この限りでない。 

第１４条 職員（規則で定める者を除く。）が引き続

いて都職員等となったときは、この条例による退

職手当は支給しない。ただし、地方公共団体又は規

則法人（以下「地方公共団体等」という。）に就職

した場合において、その者の職員としての在職期

間が、当該地方公共団体等の退職手当（これに相当

する給与を含む。）に関する規程によりその者の当

該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算

されないことに定められているときその他規則で

定めるときは、この限りでない。 

第１５条～第１７条 （略） 第１５条～第１７条 （略） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手

当の支給制限） 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手

当の支給制限） 

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等が支払われていない場合におい

第１８条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る

一般の退職手当等が支払われていない場合におい
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て、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者

（第１号又は第２号に該当する場合において、当

該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退

職手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第１６条第１項に規定する事情及び同項各号

に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の

額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととする処分を行う

ことができる。 

て、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者

（第１号又は第２号に該当する場合において、当

該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退

職手当等の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第１６条第１項に規定する事情及び同項各号

に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の

額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の

全部又は一部を支給しないこととする処分を行う

ことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条

第３項の規定による懲戒免職処分（以下「再任用

職員に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条

第３項の規定による懲戒免職処分（以下「定年前

再任用短時間勤務職員に対する免職処分」とい

う。）を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者

（再任用職員に対する免職処分の対象となる者

を除く。）について、当該退職後に当該一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け

るべき行為をしたと認めたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者

（定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処

分の対象となる者を除く。）について、当該退職

後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたと

き。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納） 

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等が支払われた後において、次の各号

のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１

６条第１項に規定する事情のほか、当該退職をし

た者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の支給を受けていなければ第１３条第３項又

は第６項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第２１条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合にあっては、

これらの規定により算出される金額（次条及び第

２１条において「失業者退職手当額」という。）を

第１９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等が支払われた後において、次の各号

のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第１

６条第１項に規定する事情のほか、当該退職をし

た者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手

当等の支給を受けていなければ第１３条第３項又

は第６項の規定による退職手当の支給を受けるこ

とができた者（次条及び第２１条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合には、これ

らの規定により算出される金額（次条及び第２１

条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）
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除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行う

ことができる。 

の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことが

できる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免

職処分を受けたとき。 

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤

務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者

（再任用職員に対する免職処分の対象となる職

員を除く。）について、当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認めたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者

（定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処

分の対象となる職員を除く。）について、当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の

納付） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の

納付） 

第２１条 退職をした者（死亡による退職の場合に

は、その遺族）に対し当該退職に係る一般の退職手

当等が支払われた後において、当該一般の退職手

当等の支払を受けた者（以下この条において「退職

手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月

以内に第１９条第１項又は前条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡した場合（次項から

第５項までに規定する場合を除く。）において、当

該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当

の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この条

において同じ。）に対し、当該退職の日から６月以

内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通

知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通

知が当該相続人に到達した日から６月以内に限

り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたと認められることを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

第２１条 退職をした者（死亡による退職の場合に

は、その遺族）に対し当該退職に係る一般の退職手

当等が支払われた後において、当該一般の退職手

当等の支払を受けた者（以下この条において「退職

手当の受給者」という。）が当該退職の日から６月

以内に第１９条第１項又は前条第１項の規定によ

る処分を受けることなく死亡した場合（次項から

第５項までに規定する場合を除く。）において、当

該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当

の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項

から第６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職

の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管

理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日か

ら６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職を

した者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当
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が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当

する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことが

できる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に第１９条第５項又は前条第３項において準用

する行政手続条例第１５条第１項の規定による通

知を受けた場合において、第１９条第１項又は前

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したとき（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合にあっては、失業者退職手

当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付

を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に第１９条第５項又は前条第３項において準用

する行政手続条例第１５条第１項の規定による通

知を受けた場合において、第１９条第１項又は前

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したとき（次項から第５項までに規定する場合を

除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該

退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為を

したと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合には、失業者退職手当額を

除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項か

ら第５項までにおいて同じ。）が、当該退職の日か

ら６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第１７条第１項第１

号に該当する場合を含む。次項において同じ。）に

おいて、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第１９条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に

係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であった場合にあっ

ては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部

に相当する額の納付を命ずる処分を行うことがで

きる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項か

ら第５項までにおいて同じ。）が、当該退職の日か

ら６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第１７条第１項第１

号に該当する場合を含む。次項において同じ。）に

おいて、当該刑事事件につき判決が確定すること

なく、かつ、第１９条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡したときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者

の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に

係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であった場合には、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当

する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 
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４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられた後において第１９条第

１項の規定による処分を受けることなく死亡した

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能

者であった場合にあっては、失業者退職手当額を

除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられた後において第１９条第

１項の規定による処分を受けることなく死亡した

ときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に

処せられたことを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能

者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）

の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受け

た場合において、第１９条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の

受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該

行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場

合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行う

ことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以

内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対す

る免職処分を受けた場合において、第１９条第１

項の規定による処分を受けることなく死亡したと

きは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退

職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、

当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職

をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤

務職員に対する免職処分を受けたことを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者

が失業手当受給可能者であった場合には、失業者

退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

６～８ （略） ６～８ （略） 

第２２条～第２４条 （略） 第２２条～第２４条 （略） 

附 則 附 則 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

第３条 第１１条第５項の規定による先の職員とし

ての在職期間及び都職員等の在職期間について、

この条例の規定による退職手当に相当する給与の

支給を受けた者の退職手当の基本額は、第５条か

ら第９条までの規定にかかわらず退職日給料月額

に第１号に掲げる割合から第２号に掲げる割合を

第３条 第１１条第５項の規定による先の職員とし

ての在職期間及び都職員等の在職期間について、

この条例の規定による退職手当に相当する給与の

支給を受けた者の退職手当の基本額は、第５条か

ら第９条までの規定にかかわらず退職日給料月額

に第１号に掲げる割合から第２号に掲げる割合を
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控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その

額が先の職員としての在職期間及び都職員等の在

職期間を通算しないとした場合の退職手当の基本

額に満たないときは、先の職員としての在職期間

及び都職員等の在職期間を通算しないとした場合

の額とする。 

控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その

額が先の職員としての在職期間及び都職員等の在

職期間を通算しないとした場合の退職手当の基本

額に満たないときは、先の職員としての在職期間

及び都職員等の在職期間を通算しないとした場合

の額とする。 

(1) その者が第５条から第９条までの規定により

計算した額の退職手当の基本額の支給を受ける

ものとした場合における当該退職手当の基本額

の当該退職日給料月額に対する割合 

(1) その者が第５条から第９条まで（附則第１１

条第３項、第４項及び第６項から第９項までの

規定により読み替えて適用される場合を含む。）

の規定により計算した額の退職手当の基本額の

支給を受けるものとした場合における当該退職

手当の基本額の当該退職日給料月額に対する割

合 

(2) （略） (2) （略） 

第４条～第８条 （略） 第４条～第８条 （略） 

（第１３条第７項の規定の適用に関する特例） （第１３条第７項の規定の適用に関する特例） 

第９条 平成３４年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１３条第７項の規定の適用について

は、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条

まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用

保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で

定める理由により就職が困難な者であって、同法

第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する

者として規則で定める者に該当し、かつ、区長が同

項に規定する指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業安定法第４条第４項に規定す

る職業指導を行うことが適当であると認めたも

の」とあるのは「 

第９条 令和７年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１３条第７項の規定の適用については、

同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで

及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険

法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定め

る理由により就職が困難な者であって、同法第２

４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者と

して規則で定める者に該当し、かつ、区長が同項に

規定する指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定する職

業指導を行うことが適当であると認めたもの」と

あるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生

労働省令で定める理由により就職が困難な者

であって、同法第２４条の２第１項第２号に

掲げる者に相当する者として規則で定める者

に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導

を行うことが適当であると認めたもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生

労働省令で定める理由により就職が困難な者

であって、同法第２４条の２第１項第２号に

掲げる者に相当する者として規則で定める者

に該当し、かつ、区長が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業指導

を行うことが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、区

長が同法第２４条の２第１項に規定する指導

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、区

長が同法第２４条の２第１項に規定する指導
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基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの（ア

に掲げる者を除く。） 

基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの（ア

に掲げる者を除く。） 

」とする。 」とする。 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

 （職員の定年の引上げに伴う経過措置） 

（加える） 第１１条 当分の間、第６条第１項の規定は、６０

歳に達した日以後その者の非違によることなく退

職した者（定年の定めのない職を退職した者及び

同項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手

当の基本額について準用する。この場合における

第５条第１項の規定の適用については、同項中「又

は第８条」とあるのは、「、第８条又は附則第１１

条第１項」とする。 

 ２ 前項の規定は、医療職給料表（一）の適用を受け

る職員が退職した場合に支給する退職手当の基本

額については、適用しない。 

 ３ 当分の間、医療職給料表（一）の適用を受ける職

員以外の者で、６０歳に達する日の属する会計年

度の初日前に退職した者に対する第７条の３の規

定の適用については、同条中「定年に」とあるのは

「６０歳に」と、「その者に係る定年から１５年（給

与条例第６条第１項第２号に規定する医療職給料

表（一）（以下「医療職給料表（一）」という。）の

適用を受ける職員にあっては、１０年とする。）を

減じた年齢」とあるのは「５０歳」と、同条の表中

「その者に係る定年」とあるのは「６０歳」とす

る。 

 ４ 当分の間、医療職給料表（一）の適用を受ける職

員以外の者で、６０歳に達する日の属する会計年

度の初日から定年に達する日の属する会計年度の

初日前までに退職した者に対する第７条の３の規

定の適用については、同条中「規則で定める」とあ

るのは「同項のその者の非違によることなく勧奨

を受けて退職した者で規則で定めるもの、規則で

定める」と、「定年に達する日の属する会計年度の

初日前」とあるのは「６０歳に達する日の属する会

計年度の初日から定年に達する日の属する会計年
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度の初日前まで」と、「であり、かつ、退職の日の

属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年

から１５年（給与条例第６条第１項第２号に規定

する医療職給料表（一）（以下「医療職給料表（一）」

という。）の適用を受ける職員にあっては、１０年

とする。）を減じた年齢以上である」とあるのは「で

ある」と、同条の表中「その者に係る定年と退職の

日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の２」とあるのは「１０

０分の２」とする。 

 ５ 給与条例附則第１０項又は江東区立幼稚園教育

職員の給与に関する条例附則第７条第１項の規定

による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額

改定に該当しないものとする。 

 ６ 当分の間、給与条例附則第１０項又は江東区立

幼稚園教育職員の給与に関する条例附則第７条第

１項の規定の適用を受ける職員に対する第７条の

４第１項の規定の適用については、同項第１号中

「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅

い日」とあるのは「７割措置前給料月額（その者が

給与条例附則第１０項又は江東区立幼稚園教育職

員の給与に関する条例附則第７条第１項の規定の

適用（以下「７割措置」という。）を受けた日のう

ち最も早い日を減額日とした場合における当該７

割措置により減額されなかったものとした場合の

その者の給料月額をいう。以下同じ。）に係る減額

日（以下「７割措置日」という。）」と、「特定減額

前給料月額を」とあるのは「７割措置前給料月額

を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額（以

下「７割措置前の退職手当の基本額」という。）（そ

の者に７割措置日前の特定減額前給料月額（その

者の７割措置日前におけるその他の措置（給料月

額の減額改定以外の理由による措置のうち７割措

置以外の措置をいう。以下同じ。）を受けた日を減

額日とした場合における特定減額前給料月額をい

う。以下同じ。）があり、その額が７割措置前給料

月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた支給

割合から７割措置に係る減額日前の退職手当の基

本額（その者が７割措置日前の特定減額前給料月

額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退
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職した理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措

置日前の特定減額前給料月額を基礎として、第５

条から第７条までの規定により計算した場合の退

職手当の基本額に相当する額をいう。以下同じ。）

の７割措置日前の特定減額前給料月額に対する割

合を減じて得た割合を乗じて得た額）、その者が７

割措置日後の特定減額前給料月額（その者の７割

措置日後におけるその他の措置を受けた日を減額

日とした場合における特定減額前給料月額をい

う。以下同じ。）に係る減額日のうち最も遅い日の

前日に現に退職した理由と同一の理由により退職

したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間

及び７割措置日後の特定減額前給料月額を基礎と

して、第５条から第７条までの規定により計算し

た場合の退職手当の基本額に相当する額（以下「７

割措置後の退職手当の基本額」という。）（その者の

７割措置前給料月額が７割措置日後の特定減額前

給料月額より多い場合は、当該勤続期間に応じた

支給割合から７割措置前の退職手当の基本額の７

割措置前給料月額に対する割合を減じて得た割合

を乗じて得た額（その者に７割措置日前の特定減

額前給料月額があり、その額が７割措置前給料月

額及び７割措置日後の特定減額前給料月額より多

い場合又はその者が７割措置を受けた日の同日に

その他の措置も受けた場合における７割措置前給

料月額が７割措置日後の特定減額前給料月額より

多いときは、零とする。））並びに７割措置に係る減

額日前の退職手当の基本額（計算の基礎となった

７割措置日前の特定減額前給料月額が７割措置前

給料月額及び７割措置日後の特定減額前給料月額

より少ない場合は、零とする。）の合計額」と、同

項第２号イ中「前号に掲げる額の特定減額前給料

月額に対する割合」とあるのは「７割措置後の退職

手当の基本額の７割措置日後の特定減額前給料月

額に対する割合（その者に７割措置日後の特定減

額前給料月額がない場合又は７割措置後の退職手

当の基本額が零となる場合は、７割措置前の退職

手当の基本額の７割措置前給料月額に対する割合

とする。）」とする。 
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 ７ 第４項の規定の適用を受ける者に対する前項の

規定により読み替えられる第７条の４の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

 読み替え

る規定 

読み替

えられ

る字句 

読み替える字句 

附則第１

１条第６

項の規定

により読

み替えて

適用する

第７条の

４第１項

第１号 

及 び ７

割 措 置

前 給 料

月額 

並びに７割措置前給

料月額及び７割措置

前給料月額に１００

分の２を乗じて得た

額の合計額（以下「割

増後の７割措置前給

料月額」という。） 

及 び ７

割 措 置

日 前 の

特 定 減

額 前 給

料月額 

並びに７割措置日前

の特定減額前給料月

額及び７割措置日前

の特定減額前給料月

額に１００分の２を

乗じて得た額の合計

額（以下「割増後の７

割措置日前の特定減

額前給料月額」とい

う。） 

の ７ 割

措 置 日

前 の 特

定 減 額

前 給 料

月額 

の割増後の７割措置

日前の特定減額前給

料月額 

及 び ７

割 措 置

日 後 の

特 定 減

額 前 給

料 月 額

を 

並びに７割措置日後

の特定減額前給料月

額及び７割措置日後

の特定減額前給料月

額に１００分の２を

乗じて得た額の合計

額（以下「割増後の７

割措置日後の特定 

  減額前給料月額」とい
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う。）を 

 ７ 割 措

置 前 給

料 月 額

に 

割増後の７割措置前

給料月額に 

附則第１

１条第６

項の規定

により読

み替えて

適用する

第７条の

４第１項

第２号 

退 職 日

給 料 月

額に、 

退職日給料月額及び

退職日給料月額に１

００分の２を乗じて

得た額の合計額に、 

附則第１

１条第６

項の規定

により読

み替えて

適用する

第７条の

４第１項

第２号イ 

の ７ 割

措 置 日

後 の 特

定 減 額

前 給 料

月額 

の割増後の７割措置

日後の特定減額前給

料月額 

７ 割 措

置 前 給

料月額 

割増後の７割措置前

給料月額 

 

 ８ 当分の間、給与条例附則第１０項の規定の適用

を受ける職員（附則第８条の規定の適用を受ける

者を除く。）に対する第９条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「第７条の４まで」とあるのは

「第７条の４まで（附則第１１条第３項、第４項、

第６項及び第７項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）」と、「退職の日におけるその者

の給料の調整額の額（退職の日に給料の調整額の

支給を受けていない者については、退職の日の直

近の時期に受けていた給料の調整額の額に相当す

る規則で定める額）と、その者が最も長期間にわた

り支給を受けていた給料の調整額の額に相当する

規則で定める額とのいずれか多い額のものに、給

料の調整額を受けていた期間を第５条から第７条

までの勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて

得た額」とあるのは、「その者が６０歳に達した日

後における最初の４月１日（以下「特定日」とい
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う。）の前日におけるその者の給料の調整額の額に

相当する規則で定める額（同日に給料の調整額の

支給を受けていない者については、同日の直近の

時期に受けていた給料の調整額の額に相当する規

則で定める額）と、その者が同日までの期間におい

て最も長期間にわたり支給を受けていた給料の調

整額の額に相当する規則で定める額とのいずれか

多い額のものに、同日までの期間において給料の

調整額を受けていた期間を第５条から第７条まで

の勤続期間とみなして得た支給割合（以下「特定日

前に係る支給割合」という。）を乗じて得た額及び

退職の日におけるその者の給料の調整額の額（退

職の日に給料の調整額の支給を受けていない者に

ついては、特定日以後で退職の日の直近の時期に

受けていた給料の調整額の額に相当する規則で定

める額）と、その者が特定日以後で最も長期間にわ

たり支給を受けていた給料の調整額の額に相当す

る規則で定める額とのいずれか多い額のものに、

給料の調整額を受けていた期間を第５条から第７

条までの勤続期間とみなして得た支給割合から特

定日前に係る支給割合を減じて得た割合を乗じて

得た額の合計額」とする。 

 ９ 当分の間、江東区立幼稚園教育職員の給与に関

する条例附則第７条第１項の規定の適用を受ける

職員に対する第９条第２項の規定の適用について

は、同項中「前項」とあるのは「前項（附則第１１

条第３項、第４項及び第６項から第８項までの規

定により読み替えて適用される場合を含む。）」と、

「退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整

額を受けていた期間（江東区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例に規定する園長及び副園長の職

にあった者から江東区立幼稚園教育職員の給与等

に関する特別措置に関する条例第３条第１項の規

定の適用を受ける者となったものにあっては、そ

の適用を受けた日から退職の日まで継続して同項

の規定の適用を受けていた期間に限る。）を第５条

から第７条までの勤続期間とみなして得た支給割

合を乗じて得た額」とあるのは「その者が６０歳に

達した日後における最初の４月１日（以下「特定

日」という。）の前日におけるその者の教職調整額
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の額に、同日までの当該教職調整額を受けていた

期間（江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例に規定する園長及び副園長の職にあった者から

江東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措

置に関する条例第３条第１項の規定の適用を受け

る者となったものにあっては、その適用を受けた

日から退職の日まで継続して同項の規定の適用を

受けていた期間のうち、特定日の前日までのもの

に限る。）を第５条から第７条までの勤続期間とみ

なして得た支給割合（以下「特定日前に係る支給割

合」という。）を乗じて得た額及び退職時に受けて

いた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期

間（江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例

に規定する園長及び副園長の職にあった者から江

東区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置

に関する条例第３条第１項の適用を受ける者とな

ったものにあっては、その適用を受けた日から退

職の日まで継続して同項の規定の適用を受けてい

た期間に限る。）を第５条から第７条までの勤続期

間とみなして得た支給割合から特定日前に係る支

給割合を減じて得た割合を乗じて得た額の合計

額」とする。 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、第２条、第３条、第７条及び第８条の改正

規定、第９条の改正規定（「、第５条から第７条」

を「、第５条から第７条の４」に改める部分に限

る。）、第１１条の改正規定（「前条第４項」を「第

１０条第４項」に改める部分を除く。）、第１３条、

第１４条及び附則第９条の改正規定並びに次項、

第４項及び第５項の規定は、公布の日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の江東区職員の退職手当

に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第

２条第１項の規定の適用については、前項ただし

書に規定する施行の日から令和５年３月３１日ま

での間に限り、同条第１項第１号中「常時勤務を要
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するもの」とあるのは、「常時勤務を要するもの（地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により

採用された職員を除く。以下同じ。）」とする。 

 ３ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項

又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採

用された職員に対する改正後の条例第２条第１項

の規定の適用については、同項第１号中「常時勤務

を要するもの」とあるのは、「常時勤務を要するも

の（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項

又は第５条第１項若しくは第３項の規定により採

用された職員を除く。以下同じ。）」とする。 

 ４ 改正後の条例第１３条第４項の規定は、令和４

年７月１日以後に同項の事業を開始した職員その

他これに準ずるものとして同項の規則で定める職

員に該当するに至った者について適用する。 

 ５ 改正後の条例附則第９条の規定は、令和４年４

月１日から適用する。 
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令和４年９月２０日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について（地方公務

員の育児休業等に関する法律の改正に伴う改正概要） 

 

 

１ 改正の理由 

  地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和に伴う

改正及び非常勤職員に係る育児休業の取得要件の緩和を行うため、条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正の概要 

 ① 非常勤職員の育児休業の取得要件である任期が満了することが明らかでない期間につい

て、子の出生の日から５７日間以内に育児休業を取得する場合は、子の出生の日から５７

日間の期間の末日から６月を経過する日（現行は子が１歳６か月に達する日）までに緩和

する。（第２条関係） 

 

 ② 非常勤職員が子の１歳６か月に達する日までを育児休業の対象期間とすることができる

要件として、配偶者が育児休業をする場合には、当該育児休業期間の末日とされた日の翌

日以前の日を育児休業の期間の初日とする場合（現行は子が１歳に達する日の翌日を育児

休業の期間の初日として取得する場合に限る。）を加える。（第２条の３関係） 

 

 ③ 改正後の条例の規定に該当する者からの育児休業の承認の請求については、施行日前に

おいても行うことができることとする。（附則第４項及び第５項関係） 

 

 

３ 施行期日 

  令和４年１０月１日。ただし、③については公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2
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江東区職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（当初）】 【第１条（令和４年１０月１日施行）】 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非

常勤職員 

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当す

るもの以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１

項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（第２条の４の規定に該当する

場合にあっては、２歳に達する日）までに、

その任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及び任命

権者を同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１

項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳

６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（当該子の出生の日から第３条

の２に規定する期間内に育児休業をしよう

とする場合にあっては当該期間の末日から

６月を経過する日、第２条の４の規定に該

当する場合にあっては当該子が２歳に達す

る日）までに、その任期（任期が更新される

場合にあっては、更新後のもの）が満了する

こと及び任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に引き続き採用されないこ

とが明らかでない非常勤職員 

(ｲ) （略）  (ｲ) （略）  

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する

非常勤職員（その養育する子が１歳に達する

日（以下この号及び同条において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤職

員がする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児休業

をしている非常勤職員に限る。） 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

 

（加える） (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下

「１歳到達日」という。）（当該子について当

該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる

場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である
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場合にあっては、当該末日とされた日。以下

この(ｱ)において同じ。）において育児休業

をしている非常勤職員であって、同条第３

号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到

達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの 

（加える） (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日

とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了

後引き続き特定職に採用されることに伴

い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日

を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該育児休業に係る子について、当該任

期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとするもの 

（削る） 

 

第２条の２ （略） 第２条の２ （略） 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める日とする。 

(1)・(2) （略）  (1)・(2) （略）  

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育

するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当

する場合に該当してする地方等育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるとき

は、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育

する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれに

も該当する場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしている場合であ

って第３条第７号に掲げる事情に該当するとき

はイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規則

で定める特別の事情がある場合にあってはウに

掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６

か月到達日 
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到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に

該当してその任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次に掲げ

る場合のいずれにも該当するとき 当該子の１

歳６か月到達日 

（加える）   ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日が異なると

きは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶

者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする場合に

あっては、当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日）において育児休業をしている場合又

は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日）

において地方等育児休業をしている場合とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日）において地

方等育児休業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶

者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合 

イ （略） ウ （略） 
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（加える） エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子

の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当して育児

休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の

期間においてこの条の規定に該当してその任期の

末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合であっ

て、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子

を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの

条の規定に該当して育児休業をしている場合であ

って次条第７号に掲げる事情に該当するときは第

２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規

則で定める特別の事情がある場合にあっては第３

号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

（加える） (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日

の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規

定に該当し、又はこれに相当する場合に該当し

て地方等育児休業をする場合にあっては、当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合 

(1)・(2) （略） (2)・(3) （略） 

（加える） (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の

１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当して育児休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で

定める期間を基準として条例で定める期間） 

 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人

事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間は、５７日間とする。 

（削る） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める

特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める

特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で 第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で
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定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことによ

り当該育児休業に係る子について既にしたもの

を除く。）の終了後、３月以上の期間を経過した

こと（当該育児休業をした職員が、当該育児休業

の承認の請求の際育児休業により当該子を養育

するための計画について書面により任命権者に

申し出た場合に限る。）。 

（削る） 

(6)・(7) （略）   (5)・(6) （略）  

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とす

る育児休業をしている非常勤職員が、当該育児

休業に係る子について、当該任期が更新され、又

は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしているものが、当該任期を更新され、又

は当該任期の満了後引き続き特定職に採用され

ることに伴い、当該育児休業に係る子について、

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとすること。 

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定

める期間を基準として条例で定める期間） 

（加える） 第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事

院規則で定める期間を基準として条例で定める期

間は、５７日間とする。 

第４条～第２０条 （略） 第４条～第２０条 （略） 
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江東区職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（令和４年１０月１日施行）】 【第２条（令和５年４月１日施行）】 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項又は第

２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例（昭和５９

年３月江東区条例第１号）第４条第１項又は同

条第２項の規定により引き続き勤務している職

員 

（加える） (3) 江東区職員の定年等に関する条例第９条の規

定により同条第１項に規定する異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた管理監督職を占める職員 

(3) （略） (4) （略） 

第２条の２～第６条 （略） 第２条の２～第６条 （略） 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

第７条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は第２項の規定により引き続いて勤務して

いる職員 

(2) 江東区職員の定年等に関する条例第４条第１

項又は同条第２項の規定により引き続き勤務し

ている職員 

（加える） (3) 第２条第３号に掲げる職員 

第８条～第１３条 （略） 第８条～第１３条 （略） 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

第１４条 育児休業法第１９条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮し

て江東区規則で定める非常勤職員以外の非常勤

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。） 

(2) 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮し

て江東区規則で定める非常勤職員以外の非常勤

職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。） 
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第１５条～第２０条 （略） 第１５条～第２０条 （略） 
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【江東区職員の育児休業等に関する条例（令和４年 月江東区条例第 号）附則】 

現行 改正案 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

 (1) 第２条及び附則第３項の規定 令和５年４月

１日 

(2) 附則第４項及び第５項の規定 公布の日 

 （経過措置） 

 ２ この条例の施行の日前に、第１条の規定による

改正前の江東区職員の育児休業等に関する条例第

３条第５号に規定する書面により任命権者に申し

出た職員に対する同号の規定の適用については、

なお従前の例による。 

 ３ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

６条第１項若しくは第２項又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。）

は、同法による改正後の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員とみなして、第２条

の規定による改正後の江東区職員の育児休業等に

関する条例の規定を適用する。 

 （施行前の準備） 

 ４ 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正

する法律の一部を改正する法律（令和４年法律第

３５号）による改正前の地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第

１項の規定により育児休業をしたことがある職員

からの育児休業の承認の請求は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 

 ５ 第１条の規定による改正後の江東区職員の育児

休業等に関する条例第２条第３号ア、第２条の３

第３号、第２条の４又は第３条第７号に新たに該
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当する者からの育児休業の承認の請求は、例の施

行の日前においても行うことができる。 

  

 

 

 


